
２月定例教育委員会次第 
 

                   日時 令和８年２月２５日（水）午後１時３０分から                    

場所 市役所８Ｆ 大ホール 

 

 
１ 開  会 
２ 前回会議録の承認 
３ 報告事項 
   第１号 教育長報告 
   第２号 各課からの報告 
       （１）学校教育課 
         （２）こども課 
       （３）幼児教育課 
       （４）生涯学習課 
         （５）公民館 
       （６）文化財課 

（７）スポーツ健康課 
   第３号 教育委員会共催後援 
        （１）生涯学習課 
        （２）スポーツ健康課 
 
４ 議 案 
（１）市議会３月定例会一般質問について 
（２）市議会３月定例会に提出の議案について 

  （３）茅野市教育委員会保育所における保育を行うことに関する規則の一部改正
について 

  （４）茅野市学校教育法施行細則の一部改正について 
 （５）茅野市立小学校及び中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要 

綱の一部改正について 
  （６）茅野市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画（案） 

     について 

 
５ 検討事項 
    今回はありません 
 
６ その他 
（１）茅野市学童クラブ条例施行規則の一部改正について 
（２）茅野市児童手当事務取扱規則の一部改正について 
（３）臨時教育委員会の開催について 
（４）信州やまなみ国スポ・全障スポの開催準備について 
（５）第２９回「図書館を使った調べる学習コンクール」入賞について 

  （６）ロングモント交流事業について 
  （７）茅野市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例 
     施行規則の一部改正について 
 （８）その他 
 
次回定例教育委員会日程について 

           ３月２６日（木） ９時３０分「８Ｆ大ホール」 
   （ 事務局会議  ３月１３日（金） ９時００分「６０２会議室」） 
 

７ 閉会 
 



1 日

2 月 全協

3 火 市校長会　市長表敬訪問（ショパン国際ピアノコンクール）校長面談

4 水

5 木 人権教育研修会

6 金 校長面談

7 土

8 日

9 月 諏訪美術会来訪　不登校連絡会　総合教育会議

10 火 校長面談

11 水

12 木 地域経営会議

13 金 校長面談　全協

14 土

15 日 公民館分館職員研修会

16 月 中諏校長教頭会

17 火 博物館協議会　図書館協議会

18 水 予算発表　市長表敬訪問（バッハコンクール）

19 木 議会運営委員会

20 金　 幼保小連携教育まとめの会

21 土

22 日

23 月

24 火 議会開会

25 水 定期監査報告会　市民館取締役会

26 木

27 金 こども読書推進会議

28 土

令和8年2月定例教育委員会　教育長報告　　　　　　   　令和8年2月25日

報告第１号



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

2 月 諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会連絡会 9：00 ～11：00 諏訪教育会館 教育長、教育長職務代理者

2 月 臨時教育委員会 17：00～17：30 教育長室 教育長、教育委員

13 金 教育委員会事務局会議 9：00～9：30 市役所　６階　６０２会議室 教育長

17 火 小学校卒業式 8：40～ 各小学校 教育長、教育委員

18 水 中学校卒業式 8：30～ 各中学校 教育委員

25 火 新任校長辞令交付式・着任式打合せ  14：30～15：00 市役所　７階　７０５会議室 教育長、教育委員

25 火 退任、転任・昇任　校長及び教頭送別式 16：00～17：00 市役所　８階　大ホール 教育長、教育委員

26 木 定例教育委員会 9：30 ～11：00 市役所　８階　大ホール 教育長、教育委員

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

学校教育課　　　３月行事予定 報告第２号



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

2 月 保育園おはなし会 9：15～10：00 金沢地区こども館

3 火 えほんとなかよし 10：30～11：30 ちの地区こども館

3 火 おおきくなったね運動会 11：00～12：00 こども館0123広場

3 火 こども家庭相談日（17日も開催） 10：00～16：00 こども館0123広場

4 水 縄文キッズワールドで遊ぼう（11・18日も開催） 10：30～11：30 豊平地区こども館

4 水 茅野市こども・家庭応援会議 19：00～20：30 8階大ホール 教育長、伊藤教育委員

5 木 こども関連施設職員コンプライアンス研修（９日も開催） 9：30～11：30 8階大ホール

5 木 おりがみ教室 14：30～16：30 ちの地区こども館

7 土 おはなし会・つくってあそぼう 10：30～12：00 玉川地区こども館

10 火 おはなし０１２３『ぐりとぐら』 11：15～11：30 こども館0123広場

12 木 未就園児親子おはなし交流会「きいろいさくらんぼ」 10：20～11：30 泉野地区こども館

12 木 未就園児の集い“キラキラ星”「手形・足形でカレンダーを作ろう！」 10：00～11：15 北山地区こども館

14 土 まるごとほとりであそびたい　ボードゲーム大会 10：00～11：30 泉野地区こども館

16 月 みんなでワイワイお楽しみ会 14：30～16：00 米沢地区こども館

17 火 いっしょにあそぼう 15：15～15：40 こども館0123広場

18 水 「米沢育児相談会」未就園児の集い　“天使のえくぼ” 10：００～11：30 米沢地区こども館

18 水 春休み寺子屋教室（19日も開催） 9：30～11：30 米沢地区こども館

19 木 やまびこ園修了の会 10：15～ やまびこ園

24 火 おはなし０１２３『ぐるんぱ』 11：15～11：30 こども館0123広場

25 水 縄文キッズワールドで遊ぼう 10：30～11：30 豊平地区こども館

25 水 夢のおひさまけんきゅ～じょ（未就園児の集い）湖東♪そつコン♪ 10：00～11：00 湖東地区こども館

31 火 てがたの日 10：00～18：00 こども館0123広場

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

こども課　　　3月行事予定



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

10 火 園長会 13：00～15：00 701、702会議室

10 火 調理員会 16：00～ 市役所703会議室

14 土 信学会どんぐりの森認定こども園卒園式 9：20～ 信学会どんぐりの森認定こども園 来賓挨拶なし

14 土 信学会わかばの森認定こども園卒園式 9：30～ 信学会わかばの森認定こども園 来賓挨拶なし

16 月 ちのせいぼ幼稚園卒園式 9：30～ ちのせいぼ幼稚園 来賓挨拶なし

19 木 よこうち認定こども園卒園式 9：30～ よこうち認定こども園 来賓挨拶なし

21 土 野あそび保育ささはら卒園式 10：00～ 野あそび保育ささはら 来賓挨拶なし

23 月 公立保育園卒園式 9：30～、11：00～ 各保育園 来賓挨拶なし

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。

幼児教育課　　３月行事予定



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

3 火 茅野市男女共同参画推進会議 18：30～ 8階大ホール

4 水 ファーストブックプレゼント 12：40～13：30 健康管理センター

10 火 茅野市社会教育委員の会議 10：00～12：00 8階大ホール 教育長

18 水 ファーストブックプレゼント 12：40～13：30 健康管理センター

22 日 ロングモント市・茅野市姉妹都市交流事業　選考会 10：00～、13：00～ 議会棟大会議室ほか

23 月 「男女共同参画をテーマにした川柳」表彰式 17：00～ 8階大ホール

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

生涯学習課　　　3月行事予定







日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

7 土 012おはなし会 10:30～11:00 図書館2階おはなしの部屋

7 土 おはなしわ～るど 11:00～11:30 図書館2階おはなしの部屋

7 土 にじいろのろうそく 11:30～12:00 図書館2階おはなしの部屋

12 木 どんぐりちいさなおはなし会 10:45～11:15 図書館1階どんぐり図書室

14 土 紙芝居だいすき！ 10:30～11:00 図書館2階おはなしの部屋

17 火 パネルシアターであそぼう 10:45～11:15 図書館1階どんぐり図書室

21 土 012おはなし会 10:30～11:00 図書館2階おはなしの部屋

21 土 おはなしわ～るど 11:00～11:30 図書館2階おはなしの部屋

21 土 おなかのあかちゃんおはなし会 11:30～12:00 図書館2階おはなしの部屋

27 金 月末整理休館日

28 土 012おはなし会 10:30～11:00 図書館2階おはなしの部屋

28 土 おはなしわ～るど 11:00～11:30 図書館2階おはなしの部屋

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

生涯学習課・図書館　　　３月行事予定



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

1 日 【ロビー展】高齢者大学冬の講座作品展（～3/3） 9:00～3日15:00 中央公民館

2 月 茅野市公民館運営審議会臨時会 19:00～ 中央公民館

5 木 地域づくり講座「課題解決にはどんな力が必要？」 14:00～17:00 中央公民館

6 金 地域づくり講座「社会的孤立の防ぎ方を学ぶ」 13:30～16:30 中央公民館

6 金 筋膜リリース＆バレトン講座（全4回3回目） 19:00～20:30 中央公民館

8 日 【ロビー展】書写サークル・かきかたサークル作品発表展（～3/14） 9:00～14日正午 中央公民館

13 金 筋膜リリース＆バレトン講座（全4回4回目） 19:00～20:30 中央公民館

19 木
こども茅野学講座（春やすみこども体験教室）「古民家カ
フェ店主に聞く！私たちのまちのことと料理のこと」

10:30～13:00 中央公民館

25 水 第4回茅野市公民館運営審議会 9:00～ 中央公民館 教育長

26 木
こども茅野学講座（春やすみこども体験教室）「古民家カ
フェ店主に聞く！私たちのまちのことと料理のこと」

10:30～13:00 中央公民館

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

中央公民館　　　3月行事予定



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

21 土 国宝「土偶」ギャラリートーク 13:30～14:15 尖石縄文考古館

　　◎　定例教育委員会資料
　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

文化財課・尖石縄文考古館　　　3月行事予定



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

市民研究員養成講座（植物グループ、コケグループ、キノコグループ、シ
ダグループ、実験工作グループ、天文グループ、語り伝承グループ）

随時 八ヶ岳総合博物館ほか 全7グループ、月1回程度

子ども自然研究クラブ、子ども科学工作クラブ 随時 八ヶ岳総合博物館ほか 月1回程度

モバイルプラネタリウム公開　3月「衛星コンステレーション」（土日祝）
10:30～11:15、
13:30～14:15

八ヶ岳総合博物館

博物館活動発表展（14日まで） 9:00～16:30 八ヶ岳総合博物館

3日 火 皆既月食観察会 18:30～20:30 八ヶ岳総合博物館

7日 土 さきおりでランチョンマット（8日）
10:00～11:30、
13:00～14:30

八ヶ岳総合博物館

8日 日 昼の星を見る会 10:00～11:00 北部中学校天体ドーム
（北部生涯学習センター）

14日 土 星空観望会 19:00～20:30 北部中学校天体ドーム（北部生涯学習センター）

14日 土 博物館活動発表展イベントデー 9:00～16:30 八ヶ岳総合博物館

22日 日 古文書相談会 10:30～正午 八ヶ岳総合博物館

22日 日 古文書研究会 13:30～15:30 八ヶ岳総合博物館

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

開催中

活動中

文化財課・八ヶ岳総合博物館/神長官守矢史料館　3月行事予定

活動中

公開中



日 曜日 行　　　　事　　　　名 時間 開　　催　　場　　所 備　考

2 月 部活動地域展開に向けた茅野市登録地域クラブ説明会 18：30～ 総合体育館第1会議室・ミーティング室

19 木 第12回スポーツ推進委員会 19：30～ 総合体育館第1会議室

28 土 茅野市運動公園ゴルフ練習場オープン 9：00～ ゴルフ練習場

　　　　①課の行事全てを記入してください。また、教育委員が出席する場合は備考欄に記入してください。
　　　　②講座については、回数、開催日、終了日を記入してください。

スポーツ健康課　　　３月行事予定



■ 共催・後援行事一覧（令和8年1月17日～令和8年2月12日受付分）　■
Ｎｏ．１

共催、後援  市、教育委員会

団体名 代表者 後援  の区別

1
子供たちの心身における健全な発達の為の自
然体験活動推進事業 「ワクワク自然体験あそ
び・ボーイスカウトの工作＆ゲーム」

令和8年2月15日（日）12時
～16時

ボーイスカウト茅野第１団 団委員長　矢崎　昌彦 後援 教育委員会 1/19

2 原発と再生エネルギーを考える講演会 令和8年3月21日（土） 脱原発八ヶ岳連絡会 実行委員　藤瀬　やまねこ 後援 教育委員会 1/19

3 河西絢子ヴァイオリンリサイタル2026
令和8年7月12日（日）14時
開演

スズキ・メソード茅野支部 河西　好江 後援 市・教育委員会 1/22

4
オンラインセミナー「お小遣いの渡し方セミ
ナー」

令和8年4月1日(水),3日
(金)4日(土),5日(日)

Uruoiラボ 会長　河津　桃子 後援 教育委員会 1/25

5
春のチノリカ！車を作ろう！～風の力で走る
車を作ろう！世界にひとつのウィンドカー！
～

令和8年3月28日（土）14時
～17時

公立諏訪東京理科大学
学生サークルチノリカ

副代表　小林　舞咲 後援 教育委員会 1/26

6
誕生85周年記念　トムとジェリー展　君が笑
うと、僕も笑っちゃう

令和8年9月12日（土）～10
月4日（日）

株式会社長野放送 取締役事業局長　久保　善一 後援 市・教育委員会 1/28

7 第39回わんぱく相撲諏訪圏大会
令和8年5月23日（土）9時～
16時30分

公益社団法人　諏訪圏青年会議所
2026年度次世代育成委員会
委員長　井上　大樹

後援 市・教育委員会 1/30

8
寿花弥久義社中　第３３回発表会「春の踊
り」

令和8年3月15日（日）13時
～

寿花弥久義社中 事務局　大澤　義治 後援 教育委員会 2/2

9 ２０２６すわ地方憲法フェスティバル
令和8年5月2日(土)10時～17
時

諏訪地方憲法フェスティバル運営
委員会

事務局　望月　克治 後援 市・教育委員会 2/6

10 干し場でマルシェ2026 令和8年2月22日（日） 凍みでつながるプロジェクト 代表　茅野文法 後援 市・教育委員会 2/6

生涯学習課

番号 行　事　名 期日
申請者 備考

（申請日）

報告第３号



■ 共催・後援行事一覧（令和8年1月17日～令和8年2月12日受付分）　■
Ｎｏ．2

共催、後援  市、教育委員会

団体名 代表者   の区別  の区別

11 子供にも教えたくなる年金とお金の勉強会
令和8年4月25日（土）、5月
23（土）

一般社団法人 日本ライフサス
ティナビリティ協会

長野支部担当　本田　達雄 後援 教育委員会 2/4

12 きらきらママのお店やさん 令和8年3月7日（土） 繋inc. 河角　真奈実 後援 教育委員会 2/9

13

14

15

16

17

18

19

20

番号 行　事　名 期日
申請者 備考

（申請日）

生涯学習課



■共催・後援行事一覧（令和8年1月21日～令和8年2月20日受付分）■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ健康課

共催、後援  市、教育委員会

団体名 代表者     の区別       の区別

1 バレーボール体験会 2月24日 Nexway　SC　BOARS 土屋　奏 後援 教育委員会 1/21 茅野市泉野小学校

2
茅野シティホール主催～子どもの想い出つく

り隊～　バスケットボールクリニック
3月25日 茅野シティホール 吉澤　周造 後援 教育委員会 1/21

茅野市総合体育館
（サブ体育館）

3

4

5

6

番号 行　事　名 期日
申請者

受付日 会場



議案（１）





質問

番号
発言者氏名 発言を求める者

（１）保護者の経済的負担、送迎に係る負担に対する

（２）部活動の地域展開と社会体育との関係は

（３）教育的視点はどのように引き継ぐのか

（１）組織改正の目的と公民館の役割や位置づけについて

（２）改正による業務効率化および行政内の連携による

　　　効果について

（３）公民館制度の維持と生涯学習都市宣言の理念継続

　　　について

（１）「ＣＨＵＫＯらんどチノチノ」の相談や社会参加

　　　支援の現状について

（２）「ＣＨＵＫＯらんどチノチノ」の機能強化について

（３）横断的連携の推進について

（１）県立高校再編に期待することは

（２）再編に対し、市としてどのように関わることが

　　　できるのか

（１）茅野市での実施方法について

（２）現状の課題と今後の方向性について

13

10

「ＣＨＵＫＯらんどチノチノ」の機能強化による中高生・若者支

　援の推進について

小項目

市長

教育長

部長

※こども課
小項目

木村かほり

市長

教育長

部長

※生涯学習課、

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまち

づくり推進課

小項目

教育長

部長

机　博文

「こども誰でも通園制度」の運用について

【教育委員会関係】令和８年３月定例会一般質問通告一覧表

県立高校再編の進捗状況と市の関与について

小項目

市長

教育長

部長

件　　　　　名

7 伊藤　勝

市長

教育長

部長

※学校教育課、

スポーツ健康課
小項目

中学校部活動の地域展開について

9

茅野市における組織改正と公民館制度の今後について

12



質問

番号
発言者氏名 発言を求める者件　　　　　名

（１）国の制度及び国の財政負担はどのようになって

          いますか

（２）国の財政負担と茅野市の２０２６年度の小学校

          の給食費との差額、一食当たり及び一人当たり

          年額はいくらになりますか

（３）アレルギー、不登校などの理由で給食を停止し

          ている児童への対応は

（４）保護者への説明はどのように行っていきますか

（５）保護者負担をゼロとする考えはありますか

（１）業務見直しの影響はあるか、またその効果は

（２）地域の活力を活用した運営とは具体的に何か

（３）他の公共施設との複合化の具体化策は

（４）公民館の部局移管変更に伴う業務変更や影響はあるか

野沢　明夫19

地区コミュニティセンターの機能と職員体制について

市　長

部　長

※パートナーシッ

プのまちづくり推

進課、生涯学習課
小項目

16 向山　平和

小学校給食費の無償化について

市　長

教育長

部　長

※学校教育課
小項目



議案（２）



 

 

８ 議 案 第 １ 号  

 

令 和 ７ 年 度 茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ） の 専 決

処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  

 

 

 

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り 、 こ れ を 報 告 し 承 認 を 求 め る 。  

 

 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日  提 出  

        茅  野  市  長    今  井   敦  

 



 

専 決 第 １ ７ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

 

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 専 決 処 分 す る 。  

 

 

 

１  令 和 ７ 年 度 茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）  

 

 

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日  

        茅  野  市  長    今  井   敦  

 



 

 

理          由  

 

令 和 ７ 年 度 国 の 補 正 予 算 の 成 立 を 受 け 、「 強 い 経 済 」を 実 現

す る 総 合 経 済 対 策 に 盛 り 込 ま れ た 生 活 の 安 全 保 障 及 び 物 価 高

へ の 対 応 に つ い て 、 事 業 を 早 急 に 実 施 す る 必 要 が 生 じ た が 、

議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い た め 、 地 方 自 治 法 第 １ ７ ９

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

 



専決第１７号 
 

 

 

令 和 ７ 年 度 
 

 

 

 

茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書 
 

 

附 予 算 事 項 別 明 細 書 

 

 

 

（第 ７ 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― 1 ― 

専 決 第 １７ 号 

 

令和７年度 茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）  
 

 

令和７年度茅野市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２７，８６６千円を追加し、歳入歳出それぞれ 

 ３２，１８６，６７８千円とする。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月２５日  専 決 

 

                                  茅 野 市 長     今 井  敦 

 

 

 



第　 入

６ ４，５１４，７８５

　

２

歳

国庫補助金 １，５９６

　

，５５５ ６２７，８６

出

６ ２，２２４，４２１

　予

歳 入 合 計 ３１，５５８

　

，８１２ ６２７，８６

算

６ ３２，１８６，６７

　

８

１ 補

歳 　　出 （

　

単位：千円）

款 項 補 正

正

前 の 額 補 正 額 計

３ 民生費 ９，９２９，８２２ １７５，７９３ １０，１０５，６１５

２ 児童福祉費 ４，２８７，８３１ １７５，７９３ ４，４

　

６３，６２４

４ 衛生費 ２，２４６，６４９ ６７，５６６ ２，３１４，２１５

１ 保健衛生費 １，

歳

４３６，２２０ ６７，

 

５６６ １，５０３，７

　

８６

　

７ 商工費 １，５００

表

入

，４１１ ３０４，５３

（

７ １，８０４，９４８

単

１

位

商工費 １，５００，４

：

１１ ３０４，５３７ １

千

，８０４，９４８

円

10 教

）

育費 ３，７１５，７７

款

６ １，５３７ ３，７１

項

７，３１３

 

補

２ 小学校費 １

正

，８５８，８４８ ８９

前

７ １，８５９，７４５

の

３

額

中学校費 ４４１，４９

補

１ ６４０ ４４２，１３

正

１

額

13 諸支出金 ８，３２

計

８ ７８，４３３ ８６，

－

７６１

　

 

１ 公営企業費 ８，

2

３２８ ７８，４３３ ８

 

６，７６１

－

歳 出 合 計 ３

－

１，５５８，８１２ ６

 

２７，８６６ ３２，１

3

８６，６７８

 －

　

15

歳

国庫支出金 ３，８８６

　

，９１９ ６２７，８６



歳 正

２ 地方譲与税 3

 

91,000 391,

予

000

３

 

利子割交付金 5,00

算

0 5,000

 

４ 配当割交付金 4

事

5,000 45,00

 

0

５ 株式

項

等譲渡所得割交付金 4

 

7,000 47,00

入 別

0

６ 法人

 

事業税交付金 131,

明

000 131,000

 

７ 地方消

細

費税交付金 1,527

 

,000 1,527,

書

000

８

１

ゴルフ場利用税交付金

　

57,000 57,0

総

00

９ 環

 

　

境性能割交付金 41,

括

000 41,000

　

10 地方特

表

例交付金 60,482 60,482

11 地方交付税 7,408,628 7,408,628

12 交通安全対策特別交付金 8,00

歳

0 8,000

13 分担金及び負担金 127,781 1

歳

27,781

 

14 使用料及び手

　

数料 295,438 2

　

95,438

入

15 国庫支出金 3

（

,886,919 62

単

7,866 4,514

 

位

,785

：

16 県支出金 1,56

千

0,382 1,560

円

,382

）

17 財産収入 83,6

款

56 83,656

補

18 寄附金 7

正

53,858 753,

前

858

1

の

9 繰入金 803,50

出

額

8 803,508

補

20 繰越金 8

正

88,004 888,

額

004

2

計

1 諸収入 1,619,

－

662 1,619,6

 

62

22

5

市債 2,718,49

 

4 2,718,494

－

歳 入 合

 

計 31,558,812 627,866 32,186,678

１ 市税 9

補

,100,000 9,

 

100,000



182,248

２ 総務費 6,021,666 6,021,666

３ 民生費 9,929,822 175,793 10,105,

歳

615 175,793

 　

４ 衛生費 2,24

　

6,649 67,56

出

6 2,314,215

（

67,566

単

５ 労

位

働費 89,628 89

：

,628

千

６ 農林水

円

産業費 566,727

）

566,727

補

７

正

商工費 1,500,4

額

11 304,537 1

の

,804,948 30

財

4,537

源

８ 土木

内

費 3,137,326

訳

3,137,326

款 補

９ 消防費 1,018

正

,129 1,018,

前

129

の

10 教育費

額

3,715,776 1

補

,537 3,717,

正

313 1,537

額 計

11 災害復旧費 29,

特

602 29,602

定 財

12 公債費 3,09

源

6,500 3,096

一

,500

般

13 諸支

財

出金 8,328 78,

源

433 86,761 7

国

8,433

県

14 予

支

備費 16,000 16

出

,000

金

歳 出

地

合 計 31,558,8

方

12 627,866 3

債

2,186,678 6

そ

27,866

の 他

－ 6 － － 7 －

１ 議会費 182,248



２　

 

金

庫支出金 項２国庫補

　

助金15-２-１総務

　

費国庫補助金

額

15 国庫支出

－

金

－

3,886,919 6

 

27,866 4,51

9

4,785

 

２ 国

－

庫補助金 1,596,555 627,866 2,224,421

歳

１ 総務費国庫補助金 639,685 78,433 718,118 ６物価高騰対応重 78,433 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 78,433

　

点支援地方創生
臨時交付金

２ 民生費国庫補助金 1

款

95,941 175,

1

793 371,734

5

12物価高騰対応重 5

国

,750 物価高騰対応

　

庫

重点支援地方創生臨時

支

交付金 5,750

出

点

金

支援地方創生

（

臨時交

単

付金

位：

14物

千

価高対応子育 170,

円

043 物価高対応子育

　

）

て応援手当支給事業費

科

補助金 170,043

　　

て応援手当支給

　

事

　

業費補助金

　目

３ 衛生費国庫補助金

節

5

補

3,805 67,56

入

正

6 121,371 ７物

前

価高騰対応重 67,5

の

66 物価高騰対応重点

額

支援地方創生臨時交付

補

金 67,566

　

点支

正

援地方創生

　

臨時交付

額

金

計

５ 商工

－

説

費国庫補助金

　

6,896

　

304,537 311

　

,433 ２物価高騰対

　

応重 304,537 物

　

価高騰対応重点支援地

　

方創生臨時交付金 30

　

4,537

　

点支援地

　

方創生

 

　

臨時交付金

　　

７ 教育費国

　

庫補助金

　

132,520

　

1,537 134,0

　

57 ７物価高騰対応重

　

1,537 物価高騰対

　

応重点支援地方創生臨

　

時交付金 1,537

8

　　

点支援地方創生

明

臨時

款

交付金

項 目

計 31,

区

558,812 627

　

,866 32,186

　

,678

分

款15国



３　

0

明

　④手数

特

料 585,750

19

 

扶助費 5,600

定 

　①扶助費

財 

　　・子育

源

て世帯生活支援特別給

一

付金（ひとり親世帯分

般

）

 

財源款 項 目 事　

款 ４

　

衛生費 （単位：千円）

業

科　　　　　目 補 正

区

 額 の 財 源 内

－

　

 訳 節
補正前の額 補 

　

正 額 計 説　　　　　

分

　　明特 定 財 源

金

一般財源款 項 目 事　　

　

業 区　　分 金　額
国県

額

支出金 地 方 債 そ 

国

の 他

４衛生費

県支

2,246,649 6

出

7,566 2,314

－

金

,215 67,566

地 方

１保健衛生費

 債

1,436,220 6

そ

7,566 1,503

 

,786 67,566

の 

 

他

[７]諏訪中央病院組合負担金 67,56618負担金補助 67,566
１保健衛生総務費

３

918

民

,198 67,566

生

985,764 67,

費

566
及び交付金

1

18負担金補助及び交付金 67,566
[７]諏訪中央病院組 756,417 67,566 823,983 67,566

　①負担金 67,566
合負担

1

9

金

,

　　・諏訪中央病

9

院組合病院事業会計（

2

エネルギー価格高 59

9

,247(国)物価高

,

騰対応重点支援地方創

8

生臨

      騰分

2

）　　時交付金

2 1

　　・諏訪中央病院

 

7

組合介護老人福祉施設

5

事業会計（エネ 4,4

,

0267,566

79

      ルギ

3

ー価格高騰分）

10

　　・諏訪中央

,

病院組合介護老人福祉

1

施設事業会計（食材 3

－

0

,917

5,

      価格高騰

6

分）

15 175,793

歳

款３民生費 項２児童福祉費 ～ 款４衛生費 項１保健衛生費３-２-１児童福祉総務費

２児童福祉費 4,287,831 175,793 4,463,624 175,793

[12]物価高対応子育て応援

　

手当支給事業費 170,043３職員手当等 225
１児童福祉総務費 431,103 175,793 606,896 175,793

[13]子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分

　

）支 5,75010需用費 237
    給事業費11役務費 1,731

19扶助費 173,6

款

00

３ 民生

３職

　

費

員手当等 225

（

[12]物価高対

単

応子育

位

0 170,0

：

43 170,043 1

千

70,043
10需用

円

費 213
て

）

応援手当支給

科

　①消

　

耗品費 35(国)物価

出

　

高対応子育て応援手当

　

支給事
事業費

　　

　④印刷製本費 178

目

　　業費補助金

11役

補

務費 1,605170

 

,043

正

　①

 

通信運搬費 857

額

－

 

　④手数料 7

の

48

 

19

財

扶助費 168,000

 源

　①扶助

 

費

内

　　・

 

物価高対応子育て応援

訳

手当

 

節
補正前の

10需用費 2

額

4
[13]

補

子育て世帯生活

 

0 5

正

,750 5,750 5

 

,750
　①消耗品費

1

額

支援特別給

計

付金

説

11役務費 12

　

6(国)物価高騰対応

　

重点支援地方創生臨

　

（ひとり親世帯

　　

　①通信運搬費 68　

　

　時交付金
分）

　

支給事業費



－  

源

18負担金補助 897

一

１学校管理費

般財

511,031 89

源

7 511,928 89

款

7
及び交付金

項 目

1

事

8負担金補助及び交付

　

金 897
[

－

　

７]小学校給食関連

業 区

170,975 897

　

171,872 897

　

　②補助金

分

費

金

　　・物価高騰対

　

策臨時特別支援(国)

額

物価高騰対応重点支援

国

地方創生臨

　　時交付

県

金

支

897

出金 地 

３中学校費

方 

441,491 640

債

442,131 640

そ の

[７]中学校給食関

 

連費 64018負担金

他

補助 640
１学校管理費 273,979 640 274,619 640

及び交付

７

金

商工

18負担金補

費

助及び交付金 640
[７]中学校給食関連 89,902 640 90,542 640

　②補助金
費

　　・物価高騰対策臨時特別支援(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨

　　時交付金

1

64

,

0

500,4

款 1

1

3 諸支出金 （単位：千

1

円）

科　　　　　目 補

3

 正 額 の 財 源

0

 内 訳 節
補正前の額

4

補 正 額 計 説　　　

,

　　　　明特 定 財

5

 源 一般財源款 項 目 事

3

　　業 区　　分 金　額

7

国県支出金 地 方 債

1

そ の 他

13諸

,

支出金

8

8,328 7

0

8,433 86,76

4

1 78,433

,94

１公営企業費

8

8,3

3

28 78,433 86

0

,761 78,433

4,5

[１]公営企業支出

3

金 78,43327繰

7

出金 78,433
１公営企業支出金 8,328 78,433 86,761 78,433

款７商工費 項１商工費 ～ 款13諸支出金 項１公営企業費７-１-２商業振興費

1

１商工費 1,500,411 304,537 1,804,948 304,537

[１]商店街等活性化事業費 304,53711役務

2

費 23,925
２商業振興費 19,142 304,537 323,679 304,537

12委託料 5,676
18負担金補助 274,936

款

及び交付

 

７

金

商工費

11役

（

務費 23,925

単

[１]商店街等

位

活性化

：

6,601 3

千

04,537 311,

円

138 304,537

－

）

　①通信運搬費

科

事業費

　

12委託

　

料 5,676(国)物

　

価高騰対応重点支援地

　

方創生臨

　④その他委

　

託料　　時交付金

目 補

　　・引換券作成

 

304,537

－

正 

18負担金補助及び

額

交付金 274,936

 の

　②補助

 

金

財

　　・

 

プレミアム付生活応援

源

券事業

 

 

内 訳 節
補正前

款 10 教育費 （単位：

の

千円）

科　　　　　目

額

補 正 額 の 財 

補

源 内 訳 節
補正前の

1

 

額 補 正 額 計 説　　

正

　　　　　明特 定 

 

財 源 一般財源款 項 目

額

事　　業 区　　分 金　

計

額
国県支出金 地 方 

説

債 そ の 他

10

　

教育費

　

3,715,

　

776 1,537 3,

　

717,313 1,5

3

　

37

　　

２小学校費

明特

1,858,848

 

897 1,859,7

定

45 897

 財

[７]小

 

学校給食関連費 897



－  

財 源 一般財源款 項 目

－

事　　業 区　　分 金　額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

27繰出金 78,433
[１]公営企業支出金 8,328 78,433 86,761 78,43

1

3
　①繰出金
　　・水道事業会計(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨

　　時交付金

78,433

4

計 31,558,812 627,866 32,186,678 627,866

款13諸支出金 項１公営企業費13-

款

１-１公営企業支出金

 

13 諸支出金 （単位：

－

千円）

科　　　　　目

－

補 正 額 の 財 

 

源 内 訳 節
補正前の

1

額 補 正 額 計 説　　

5

　　　　　明特 定 



補 正 前

1,186

1,186

1,912,899

 一 般 職

給　　　　　　　与　　　　　　　費

報　　酬 計

区　　分
職員数

職員手当
(人)

補 正 後 1,275,112

補 正 額

期末手当

45,383 551,920

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

25,259

補 正 前

特殊勤務
手　　当

住居手当

45,383

25,259

551,920

1,372

補 正 後

225

368,762

管 理 職
手　　当

退職手当

225

368,762

手　　当
超過勤務

24,000

24,000

26,381

26,381

－ 16 －

補 正 額

区　　分

補 正 後

補 正 前

補 正 額

181,750

181,5251,372

4,163,711

備　考

31,246

寒 冷 地

225

区　　分

給　　料

共　済　費

4,955,237

合　計

975,700

1,274,8871,912,899975,700

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1,35317,686

1,35317,686

扶養手当
手　　当

通勤手当勤勉手当
手　　当

4,163,486

31,246

225

宿 日 直

（単位：千円）

（単位：千円）

791,526

4,955,012791,526



８議案第４号 

 

   令和７年度永明小中学校メイングラウンド等整備工事（債務負

担）の請負契約について 

 

 

永明小中学校のメイングラウンド等を整備するため、次のとおり請

負契約をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年茅野市条例第２号）の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

１ 工 事 名   令和７年度永明小中学校メイングラウンド等

整備工事（債務負担） 

２ 工 事 場 所   茅野市 塚原 

３ 契 約 の 方 法   事後審査型一般競争入札（総合評価落札方式） 

４ 契 約 金 額   金２７９，５１０，０００円 

５ 契 約 保 証 金    金２７，９５１，０００円 

６ 契約の相手方   長野県茅野市塚原二丁目１４番２６号 

株式会社 高見土建 

代表取締役 高見 秀司 

 

 

  令和８年２月２４日 提出 

 

       茅 野 市 長   今 井  敦 

 



資料 １



(税抜)

(税抜)

(税抜)

入札書記載価格
（税抜）

価格点
価格以外
の評価点

総　合
評価点

備　考

1 泉建設 株式会社 280,000,000 83.04 7.50 90.54

2 株式会社 カネトモ 251,080,000 失格

3 有限会社 国美工業 255,700,000 90.93 6.50 97.43

4 株式会社 高見土建 254,100,000 91.50 8.50 100.00
落札候補者

(低入札価格調査対象)

5 株式会社 司建設 258,100,000 90.08 8.50 98.58

6 株式会社 常富興業 258,000,000 90.12 7.00 97.12

7 株式会社 東城組 271,700,000 85.57 7.50 93.07

8 株式会社 平成 260,300,000 89.32 8.00 97.32

　落札候補者の応札額が低入札価格調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を実施したところ、

以下のとおり、契約の内容に適合した履行がされると判断し、落札者として決定した。

備　考

1

2

3

4 調査対象外

5

6

7

8

9

10

工種別従事者配置計画からみた施工能力 適

建設副産物の搬出処理からみた適正 適

主任（監理）技術者の専任又は別途配置の適正 適

資材購入先の妥当性 適

手持ち機械からみた施工能力 適

従事者の確保計画からみた施工能力 適

積算内訳書の妥当性 適

工事費内訳書の妥当性 適

手持ち資材の妥当性

その価格により入札した理由の妥当性 適

予定価格 280,520,000

低入札価格調査基準価格 258,430,000

失格基準価格 251,410,000

入札者

低入札価格調査結果

調査項目 調査結果

総合評価落札方式による入札結果

令和8年1月20日 開札

工 事 名 令和７年度 永明小中学校メイングラウンド等整備工事（債務負担）

工事場所 茅野市　塚原

資料 ２



令和７年度 永明小中学校メイングラウンド等整備工事（債務負担）の概要 

 

１ 目的 

永明小学校及び永明中学校は、建築後４５年以上が経過し、建物や設備の老朽化

が著しい状況であるため、令和３年度から両校の建替え事業及び建替えに伴う周辺の

公共施設や道路の整備事業を一体的に進めている。 

令和６年度までに校舎棟及び社会体育館棟、サブグラウンドなどの学校敷地北側

の工事が完了しており、現在はアリーナ棟を建築中である。 

 本工事は、学校敷地南側に位置している旧永明小学校跡地に、メイングラウンドや

来校者駐車場を整備するものである。 

 

 

２ 工事内容 

・ グラウンド整備   約 10,000 ㎡ （ｸﾚｲ系舗装-ｻﾌﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞと同じ） 

・ テニスコート整備   約 1,570 ㎡ （  同上  ） 

・ 防球ネット整備   Ｌ＝181ⅿ （H=10ⅿ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用） 

・ 防球フェンス整備   Ｌ＝201ｍ （Ｈ=4m ﾃﾆｽｺｰﾄ用） 

・ 屋外スピーカー整備  4 台 

・ 来校者用駐車場整備  約 1,400 ㎡ （AS 舗装など） 

・ 正門アプローチ等舗装整備 約 1,200 ㎡ （AS 舗装など） 

など 

 

 

３ その他関連事業等（現在工事中、及び今後発注予定工事） 

・ アリーナ棟建設工事 （現在工事中） 

・ 旧永明小学校解体工事 （現在工事中） 

・ せせらぎ水路整備工事 

・ 公共駐車場整備工事 

・ 永明地区道路新設工事（新設幹線道路 市道２級２６号線） 

 

※（現在工事中）の表記が無い場合は、今後工事予定 

資料 ３



資料 ４



８ 議 案 第 １ ９ 号  

 

茅 野 市 学 童 ク ラ ブ 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い

て  

 

 

 茅 野 市 学 童 ク ラ ブ 条 例 （ 平 成 ２ ２ 年 茅 野 市 条 例 第 ７ 号 ） の

一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 紙 の と お り 定 め る 。  

 

 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日  提 出  

          茅  野  市  長   今  井   敦  

 

  



理          由  

 

長 野 県 諏 訪 養 護 学 校 の 校 名 が 変 更 と な る た め 、 本 条 例 を 提

案 し ま す 。  



   茅野市学童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

 茅野市学童クラブ条例（平成22年茅野市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「長野県諏訪養護学校」を「長野県諏訪支援学校」に、「諏訪養護学校」を「諏

訪支援学校」に改める。 

 第２条の表中「茅野市養護学校学童クラブ」を「茅野市支援学校学童クラブ」に、「長

野県諏訪養護学校内」を「諏訪支援学校内」に改める。 

 第３条中「諏訪養護学校」を「諏訪支援学校」に改める。 

 第５条第１号本文中「茅野市養護学校学童クラブ」を「茅野市支援学校学童クラブ」に、

「諏訪養護学校」を「諏訪支援学校」に改め、同号ただし書中「諏訪養護学校」を「諏訪

支援学校」に改め、同条第２号中「茅野市養護学校学童クラブ」を「茅野市支援学校学童

クラブ」に改める。 

 第９条ただし書中「諏訪養護学校」を「諏訪支援学校」に改める。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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茅野市学童クラブ条例（平成22年茅野市条例第７号）新旧対照表 

改正前 改正後 

   茅野市学童クラブ条例    茅野市学童クラブ条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、昼間、保護者が就労

等により家庭にいない茅野市立小学校及

び長野県諏訪養護学校（以下「諏訪養護学

校」という。）に通う児童及び生徒（以下

「児童等」という。）に対し、正しい生活

指導を行うとともに、児童等の健全育成を

図ることを目的として、児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第34条の８第１項の規

定に基づき、放課後児童健全育成事業を行

うため、茅野市学童クラブ（以下「学童ク

ラブ」という。）を設置し、及び管理する

こと等に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第１条 この条例は、昼間、保護者が就労

等により家庭にいない茅野市立小学校及

び長野県諏訪支援学校（以下「諏訪支援学

校」という。）に通う児童及び生徒（以下

「児童等」という。）に対し、正しい生活

指導を行うとともに、児童等の健全育成を

図ることを目的として、児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第34条の８第１項の規

定に基づき、放課後児童健全育成事業を行

うため、茅野市学童クラブ（以下「学童ク

ラブ」という。）を設置し、及び管理する

こと等に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 学童クラブの名称及び位置は、次

のとおりとする。 

第２条 学童クラブの名称及び位置は、次

のとおりとする。 

名称 位置 

茅野市第一永明

小学校学童クラ

ブ 

茅野市塚原一丁目９番16

号 ちの地区コミュニテ

ィセンター内 

茅野市第二永明

小学校学童クラ

ブ 

茅野市塚原一丁目９番16

号 ちの地区コミュニテ

ィセンター内 

茅野市第三永明

小学校学童クラ

ブ 

茅野市塚原一丁目９番16

号 ちの地区コミュニテ

ィセンター内 

茅野市第一宮川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市宮川4632番地 宮

川小学校内 

茅野市第二宮川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市宮川4632番地 宮

川小学校内 

茅野市第三宮川

小学校学童クラ

茅野市宮川4632番地 宮

川小学校内 

名称 位置 

茅野市第一永明

小学校学童クラ

ブ 

茅野市塚原一丁目９番16

号 ちの地区コミュニテ

ィセンター内 

茅野市第二永明

小学校学童クラ

ブ 

茅野市塚原一丁目９番16

号 ちの地区コミュニテ

ィセンター内 

茅野市第三永明

小学校学童クラ

ブ 

茅野市塚原一丁目９番16

号 ちの地区コミュニテ

ィセンター内 

茅野市第一宮川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市宮川4632番地 宮

川小学校内 

茅野市第二宮川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市宮川4632番地 宮

川小学校内 

茅野市第三宮川

小学校学童クラ

茅野市宮川4632番地 宮

川小学校内 

議案第１９号資料 
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ブ 

茅野市米沢小学

校学童クラブ 

茅野市米沢4188番地 米

沢小学校内 

茅野市豊平小学

校学童クラブ 

茅野市豊平2340番地 豊

平小学校内 

茅野市第一玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第二玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第三玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第四玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第五玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市泉野小学

校学童クラブ 

茅野市泉野2643番地 泉

野小学校内 

茅野市金沢小学

校学童クラブ 

茅野市金沢1141番地 金

沢小学校内 

茅野市湖東小学

校学童クラブ 

茅野市湖東4982番地 湖

東小学校内 

茅野市北山小学

校学童クラブ 

茅野市北山4362番地 北

山小学校内 

茅野市中大塩学

童クラブ 

茅野市中大塩８番12号 

中大塩保育園内 

茅野市養護学校

学童クラブ 

諏訪郡富士見町富士見116

23番地１ 長野県諏訪養

護学校内 
 

ブ 

茅野市米沢小学

校学童クラブ 

茅野市米沢4188番地 米

沢小学校内 

茅野市豊平小学

校学童クラブ 

茅野市豊平2340番地 豊

平小学校内 

茅野市第一玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第二玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第三玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第四玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市第五玉川

小学校学童クラ

ブ 

茅野市玉川3674番地 玉

川小学校内 

茅野市泉野小学

校学童クラブ 

茅野市泉野2643番地 泉

野小学校内 

茅野市金沢小学

校学童クラブ 

茅野市金沢1141番地 金

沢小学校内 

茅野市湖東小学

校学童クラブ 

茅野市湖東4982番地 湖

東小学校内 

茅野市北山小学

校学童クラブ 

茅野市北山4362番地 北

山小学校内 

茅野市中大塩学

童クラブ 

茅野市中大塩８番12号 

中大塩保育園内 

茅野市支援学校

学童クラブ 

諏訪郡富士見町富士見116

23番地１ 諏訪支援学校

内 
 

（対象児童等） （対象児童等） 

第３条 学童クラブを利用できる児童等

は、茅野市立小学校（以下「小学校」とい

う。）に在学する児童又は諏訪養護学校の

小学部及び中学部に在学する市内在住の

児童及び生徒であって、昼間、保護者が就

第３条 学童クラブを利用できる児童等

は、茅野市立小学校（以下「小学校」とい

う。）に在学する児童又は諏訪支援学校の

小学部及び中学部に在学する市内在住の

児童及び生徒であって、昼間、保護者が就
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労等により家庭にいないもの又は適切な

保護に欠けるものとする。ただし、市長が

特に必要があると認めた児童等について

は、この限りでない。 

労等により家庭にいないもの又は適切な

保護に欠けるものとする。ただし、市長が

特に必要があると認めた児童等について

は、この限りでない。 

第４条 [略] 第４条 [略] 

（開設時間） （開設時間） 

第５条 学童クラブの開設時間は、次の各

号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号

に定めるとおりとする。ただし、市長が必

要と認めるときは、これを変更することが

できる。 

第５条 学童クラブの開設時間は、次の各

号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号

に定めるとおりとする。ただし、市長が必

要と認めるときは、これを変更することが

できる。 

(1) 茅野市養護学校学童クラブ 諏訪養

護学校の下校時から午後５時まで。ただ

し、諏訪養護学校の休校日（前条各号に

掲げる日を除く。）にあっては、午前８

時30分から午後５時30分までとする。 

(1) 茅野市支援学校学童クラブ 諏訪支

援学校の下校時から午後５時まで。ただ

し、諏訪支援学校の休校日（前条各号に

掲げる日を除く。）にあっては、午前８

時30分から午後５時30分までとする。 

(2) 茅野市養護学校学童クラブを除く学

童クラブ 小学校の下校時から午後６

時30分まで。ただし、小学校の休校日（前

条各号に掲げる日を除く。）にあっては、

午前８時から午後６時30分までとする。 

(2) 茅野市支援学校学童クラブを除く学

童クラブ 小学校の下校時から午後６

時30分まで。ただし、小学校の休校日（前

条各号に掲げる日を除く。）にあっては、

午前８時から午後６時30分までとする。 

第６条～第８条 [略] 第６条～第８条 [略] 

（利用料の納付） （利用料の納付） 

第９条 学童クラブを利用する児童等の保

護者は、利用料として児童等１人につき毎

月4,100円を負担しなければならない。た

だし、小学校又は諏訪養護学校の休校日

（第４条各号に掲げる日を除く。）に利用

する場合にあっては、利用した日数に児童

等１人につき１日当たり600円を乗じて得

た額を加算した額を負担しなければなら

ない。 

第９条 学童クラブを利用する児童等の保

護者は、利用料として児童等１人につき毎

月4,100円を負担しなければならない。た

だし、小学校又は諏訪支援学校の休校日

（第４条各号に掲げる日を除く。）に利用

する場合にあっては、利用した日数に児童

等１人につき１日当たり600円を乗じて得

た額を加算した額を負担しなければなら

ない。 

第10条及び第11条 [略] 第10条及び第11条 [略] 

   附 則 [略]    附 則[略] 

 



８ 議 案 第 ２ ０ 号  

 

茅 野 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例 に つ い て  

 

 

 茅 野 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 条 例 を 別 紙 の と お り 定 め る 。  

 

 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日  提 出  

          茅  野  市  長   今  井   敦  

 

  



理          由  

 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 規 定 に よ り 、 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る た め 、本 条 例 を 提 案 し ま す 。 



茅野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

  第２節 運営に関する基準（第４条―第32条） 

 第３章 雑則（第33条・第34条） 

 附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

第54条の３において準用する法第46条第２項の規定により、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるものとする。 

 （一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第54条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者

をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の

軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援（法第30条の20に規

定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）の提供を行うことにより、全ての子ど

もが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければなら

ない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前

子ども（法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）の

意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳

児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第27条第１項に規定する特定教育・保育施

設及び法第29条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特

定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前

子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行

うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下

「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置を講

ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

 （利用定員） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの



区分ごとに、１時間当たりの利用定員（法第54条の２第１項の確認において定めるもの

に限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

 (1) 満１歳未満の支給対象小学校就学前子ども 

 (2) 満１歳以上の支給対象小学校就学前子ども 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第30条の16に規定する

乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が特定乳児等通園支援を利用する時間

数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当

たりの利用定員を定めるものとする。 

    第２節 運営に関する基準 

 （面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護

者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保

護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話

を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第19条

に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により当該乳児等通園支

援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関す

る重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当

該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第30条の15第３項

に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

 （あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者の利用について法

第54条の３において準用する法第54条第１項の規定により市が行うあっせん及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。 

 （乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第３項に

規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則

（平成26年内閣府令第44号）第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。 

 （乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第１項の認定（以下この条において

「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場

合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう



必要な援助を行わなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境、他の特定乳児等通園支援事業者の利用状況その他の教育・保育等（法第56条第

１項に規定する教育・保育等をいう。）の提供の状況の把握に努めなければならない。 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供され

る特定教育・保育（法第27条第１項に規定する特定教育・保育をいう。）及び特定地域

型保育（法第29条第１項に規定する特定地域型保育をいう。）との円滑な接続に資する

よう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密

接な連携に努めなければならない。 

 （特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第11条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日

時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 （支払） 

第12条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第30条の20第５項（法第30条の

21第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等通園支援

に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事

業者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付

認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第

30条の20第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の

提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると

認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるもの

の額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の

支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援

において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を乳児

等支援給付認定保護者から受けることができる。 

 (1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

 (2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 (3) 食事の提供に要する費用 

 (4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する

費用のうち、特定乳児等通園支援事業者の利用において通常必要とされるものに係る

費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の

額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収書を交付しなけれ

ばならない。 



５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらか

じめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の

支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

 （乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第13条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳

児等支援給付費（法第30条の20第１項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。）

の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保

護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費

用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等

支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第14条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和

23年厚生省令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総

理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第６条の３第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対

象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の

提供を適切に行わなければならない。 

 （特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第15条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公

表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第16条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の

心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第17条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行ってい

るときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

 （乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第18条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等通園支援

給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児

等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその



旨を市に通知しなければならない。 

 （運営規程） 

第19条 特定乳児等通園支援事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（第22条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 (1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 (2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 (3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 (5) 第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払

を求める理由及びその額 

 (6) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 (7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当た

っての留意事項 

 (8) 緊急時等における対応方法 

 (9) 非常災害対策 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第20条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳

児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通

園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、

特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第21条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当たりの

利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

 （掲示等） 

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から

支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選

択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動

的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第23条 特定乳児等通園支援事業者においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、

社会的身分又は第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならな



い。 

 （虐待等の禁止） 

第24条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福

祉法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （秘密保持等） 

第25条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定

子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

 （情報の提供等） 

第26条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支

援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定

乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支

援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 （利益供与等の禁止） 

第27条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第１号に規定する事業

をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援

事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者

をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う

事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ど

も又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事

業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又

はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

 （苦情解決） 

第28条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子

どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要

な措置を講じなければならない。 



２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容そ

の他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援

給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければな

らない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の

13において準用する法第14条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園

支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認

定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

市に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第29条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第30条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に定める措置を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子ども

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

 （会計の区分） 

第31条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の

会計と区分しなければならない。 

 （記録の整備等） 

第32条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供に関する次の各号に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しな



ければならない。 

(1) 第14条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

 (2) 第11条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 (3) 第18条の規定による市への通知に係る記録 

 (4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

 (5) 第30条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

   第３章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第33条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものに

ついては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）によ

り行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出について

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提

出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、

当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報

処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次の各号に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面

等を交付し、又は提出したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、

乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給

付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 (2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイル

に記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことにより文書を作成することができるものでなければならない。 



４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用い

る次の各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾

を得なければならない。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定

保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

ったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につい

て準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書

面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等

による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を

受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付

する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用

する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」

と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６

項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「第６項において準用

する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定す

る記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読

み替えるものとする。 

 （委任） 

第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



８議案第２４号 
 

 

 

令 和 ７ 年 度 
 

 

 

 

茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書 
 

 

附 予 算 事 項 別 明 細 書 

 

 

 

（第 ９ 号） 
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８ 議 案 第 ２ ４ 号 

 

令和７年度 茅 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ９ 号 ）  
 

 

令和７年度茅野市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９０，５６８千円を追加し、歳入歳出それぞれ 

３２，８１４，８０３千円とする。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日  提 出 

 

                                  茅 野 市 長     今 井  敦 

 

 

 



第　 入

０

１ 保健衛生

７

費 １，５０３，７８６

，

１，００５ １，５０４

６

，７９１

３９，６８８

　

１

歳

地方交付税 ７，４０８

　

，６２８ ２３１，０６

出

０ ７，６３９，６８８

　

1

予

3 分担金及び負担金 １

　

２７，７８１ ３，３４

算

４ １３１，１２５

　

１ 分担

１ 補

金 ２１，５４８ ３，３

　

４４ ２４，８９２

正

15 国庫支出金 ４，５１４，７８５ １９５，８２２ ４，７１０，６０７

１ 国庫負担金 ２，２７７，７１３ ３１，３１６ ２，３０９，０２９

　

２ 国庫補助金 ２，２２４，４２１ １６４，５０６ ２，３８８，９２７

16 県支出金 １，５９７，９

歳

３９ ５９，００６ １，

 

６５６，９４５

　

１ 県負担

　

金 ８９６，４３３ １５

表

入

，５８８ ９１２，０２

（

１

単

２ 県補助金 ４８０，６

位

６９ ４３，４１８ ５２

：

４，０８７

千

18 寄附金 ７

円

５３，８５８ ２２，０

）

００ ７７５，８５８

款

１ 寄

項

附金 ７５３，８５８ ２

 

補

２，０００ ７７５，８

正

５８

前

21 諸収入 １，６１

の

９，６６２ ３３６ １，

額

６１９，９９８

補

５ 雑入 ３

正

３４，５２９ ３３６ ３

額

３４，８６５

計

22 市債 ２

－

，７１８，４９４ ７９

　

 

，０００ ２，７９７，

2

４９４

 

１ 市債 ２，７１８

－

，４９４ ７９，０００

－

２，７９７，４９４

 

歳

3

入 合 計 ３２，２２４，

 

２３５ ５９０，５６８

－

３２，８１４，８０３

　

歳 　　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 総務費 ６，０５９，２２３ ２５３，４２１ ６，３１２，６４４

１ 総務管理費 ５

1

，０１６，４２７ ２４

1

６，４９１ ５，２６２

歳

地

，９１８

方

３ 戸籍住民基本

交

台帳費 １９０，２６８

付

６，９３０ １９７，１

税

９８

７

３ 民生費 １０，１０

，

５，６１５ ９６，５４

４

６ １０，２０２，１６

０

１

８

１ 社会福祉費 ５，３３

　

，

９，０３７ ３６，５９

６

７ ５，３７５，６３４

２

２

８

児童福祉費 ４，４６３

２

，６２４ ５９，９４９

３

４，５２３，５７３

１

４ 衛

，

生費 ２，３１４，２１

０

５ ４７，３０５ ２，３

６

６１，５２０



７２７

１ 農業費 ４８６，０３３ ４７，０００ ５

款

３３，０３３

項

７ 商工費 １

補

，８０４，９４８ ９４

正

，７８３ １，８９９，

前

７３１

の

１ 商工費 １，８０

額

４，９４８ ９４，７８

補

３ １，８９９，７３１

正

８

額

土木費 ３，１３７，３

計

２６ ３２，０００ ３，

－

１６９，３２６

 

２ 道路橋

4

梁費 １，２９４，８０

 

９ ０ １，２９４，８０

－

９

－

４ 都市計画費 １，３４

 

７，３５３ ３２，００

5

０ １，３７９，３５３

 

９

－

消防費 １，０１８，１２９ １７，５１３ １，０３５，６４２

１ 消防費 １，０１８，１２９ １７，５１３ １，０３５，６４２

10 教育費 ３，７１７，３１３ ２，０００ ３，７１９，３１

２

３

清

２ 小学校費 １，８５９

掃

，７４５ ０ １，８５９

費

，７４５

８

３ 中学校費 ４４

１

２，１３１ ０ ４４２，

０

１３１

，

６ 保健体育費 ２７

４

８，８７０ ２，０００

２

２８０，８７０

９

歳 出 合

４

計 ３２，２２４，２３

６

５ ５９０，５６８ ３２

，

，８１４，８０３

３００ ８５６，７２９

６ 農林水産業費 ５６６，７２７ ４７，０００ ６１３，
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第  ２  表    繰  越  明  許  費  補  正  

 
 

（ 追 加 ）                          (単 位 :千 円 )  

款 項 事  業  名 金  額 

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 職 員 研 修 費 ３９６  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 インターネット情報発信事業費 ６，４２８  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 ベ ル ビ ア 維 持 管 理 費 ２０６  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 総 合 計 画 推 進 事 業 費 １，０３６  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 情報センタ電算処理システム管理費 １５，９２８  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 地 域 Ｄ Ｘ 推 進 事 業 費 ３４，４７６  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 地 域 創 生 推 進 事 業 費 １０，３００  

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 移 住 推 進 事 業 費 ２，７８５  

2 総 務 費 3 
戸籍住民基本

台 帳 費 
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 ６，９３０  

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 
住 民 税 非 課 税 世 帯 

エ ア コ ン 設 置 促 進 事 業 費 
２３，６５８  

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 地域医療介護総合確保基金事業費 ２８，０８０  

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 
物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 

支 給 事 業 費 
６１０  

4 衛 生 費 2 清 掃 費 一 般 経 費 ４６，３００  

6 農林水産業費 1 農 業 費 農 業 担 い 手 育 成 事 業 費 ５，０００  

6 農林水産業費 1 農 業 費 
農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・ 

防 災 減 災 事 業 費 
４２，０００  

7 商 工 費 1 商 工 費 商 店 街 等 活 性 化 事 業 費 ３５９，７８０  
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7 商 工 費 1 商 工 費 起 業 ・ 創 業 等 支 援 事 業 費 ３，０００  

7 商 工 費 1 商 工 費 産 業 ま ち づ く り 推 進 事 業 費 ２６，９８０  

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 道 路 ・ 水 路 管 理 事 業 費 ２０，９１１  

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 生 活 道 路 整 備 事 業 費 ７３，９００  

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 幹線道路整備事業費（１級１８号線） ３９，４５７  

8 土 木 費 4 都 市 計 画 費 公 園 施 設 維 持 管 理 費 ３２，０００  

8 土 木 費 4 都 市 計 画 費 茅野駅西口エリア活性化推進事業費 ５６，９５６  

9 消 防 費 1 消 防 費 消 防 施 設 ・ 水 利 整 備 事 業 費 ２，０００  

9 消 防 費 1 消 防 費 消 防 機 械 整 備 事 業 費 １１，４３５  

10 教 育 費 2 小 学 校 費 永 明 小 中 学 校 建 設 事 業 費 ３６１，７２４  

10 教 育 費 5 生 涯 学 習 費 市 民 館 費 ４２，３５０  

 
（ 変 更 ）                          (単 位 :千 円 )  

款 項 
補  正  前 補  正  後 

事 業 名 金  額 事 業 名 金  額 

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 
道路橋メンテナンス 

事 業 費 
１６５，５００ 

道路橋メンテナンス 

事 業 費 
１９２，５００ 

10 教 育 費 6 保 健 体 育 費 
ス ポ ー ツ 

施 設 管 理 費 
８，６５９ 

ス ポ ー ツ 

施 設 管 理 費 
１０，６５９ 
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第  ３  表    地  方  債  補  正  
 

 

 

（ 追 加 ）                           (単 位 :千 円 )   

 
（ 変 更 ）                           (単 位 :千 円 )  

起 債 の 目 的  限  度  額  起債の方法 利     率 償   還   の   方   法 

庁 舎 改 修 事 業 ２,８００  

証書借入 

又は 

証券発行 

４ .０％以内  
（ただし、利率見直
し方式で借入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利率
の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率） 

政府資金を借入れる
場合は、その融通条件
による。銀行その他の
場合は、その債権者と
協定するものとする。
ただし、市財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、もし
くは繰上償還又は借換
えすることができる。 

環 境 館 解 体 事 業 ４４，０００  

起 債 の 目 的 

補  正  前 補  正  後 

限 度 額 
起債の 
方 法 

利  率 
償還の 
方 法 

限 度 額 
起債の 
方 法 

利  率 
償還の 
方 法 

農 業 用 水 路 等 

長 寿 命 化 ・ 防 災 

減 災 事 業 

１，２００ 

証書借入 

又は 

証券発行 

３.０％以

内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資金につ

いて、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当該

見直し後

の利率 ） 

政府資

金を借入

れる場合

は、その

融通条件

による。

銀行その

他の場合

は、その債

権者と協

定するも

のとする。

ただし、市

財政の都

合により

据置期間

及び償還

期限を短

縮し、もし

くは繰上

償還又は

借換えす

ることが

できる。 

１０，８００ 

補 正 

前 に 

同 じ 

４.０％以

内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資金につ

いて、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当該

見直し後

の利率 ） 

補 正 

前 に 

同 じ 

生 活 道 路 

整 備 事 業 
２５０，７００ 

補 正 前 

に 同 じ 

道 路 橋 

メンテナンス事業 
９０，４００ 

補 正 前 

に 同 じ 

幹 線 道 路 

（1 級１８号線） 

整 備 事 業 

３９，６００ ４４，６００ 

交 差 点 改 良 事 業 ３１，５００ 
補 正 前 

に 同 じ 

茅 野 駅 西 口 

エ リ ア 活 性 化 

推 進 事 業 

１０６，４００ 
補 正 前 

に 同 じ 

公 園 施 設 

維 持 管 理 事 業 
１６，５００ ３０，８００ 

消防施設・水利 

整 備 事 業 
６，８００ ８，２００ 

永 明 小 中 学 校 

建 設 事 業 
９２８，９００ ９３０，８００ 



歳 正

２ 地方譲与税 3

 

91,000 391,

予

000

３

 

利子割交付金 5,00

算

0 5,000

 

４ 配当割交付金 4

事

5,000 45,00

 

0

５ 株式

項

等譲渡所得割交付金 4

 

7,000 47,00

入 別

0

６ 法人

 

事業税交付金 131,

明

000 131,000

 

７ 地方消

細

費税交付金 1,527

 

,000 1,527,

書

000

８

１

ゴルフ場利用税交付金

　

57,000 57,0

総

00

９ 環

 

　

境性能割交付金 41,

括

000 41,000

　

10 地方特

表

例交付金 60,482 60,482

11 地方交付税 7,408,628 231,060 7,639,688

12 交通安全対策特別

歳

交付金 8,000 8,000

13 分担金及び負担金 1

歳

27,781 3,34

 

4 131,125

　

14 使用料及

　

び手数料 295,43

入

8 295,438

（

15 国庫支出

単

金 4,514,785

 

位

195,822 4,7

：

10,607

千

16 県支出金 1,

円

597,939 59,

）

006 1,656,9

款

45

17

補

財産収入 83,656

正

83,656

前

18 寄附金 753

の

,858 22,000

出

額

775,858

補

19 繰入金 80

正

3,508 803,5

額

08

20

計

繰越金 888,004

－

888,004

 

21 諸収入 1,

9

619,662 336

 

1,619,998

－

22 市債 2

 

,718,494 79,000 2,797,494

歳 入 合 計 32,224,235 590,568 32,814,80

１

3

市税 9

補

,100,000 9,

 

100,000



48 182,248

２ 総務費 6,059,223 253,421 6,312,644 62,706 2,800 336 187,579

歳

３ 民生費 10,

 

105,615 96,

　

546 10,202,

　

161 73,856 2

出

2,690

（

４ 衛生

単

費 2,314,215

位

47,305 2,36

：

1,520 1,005

千

44,000 2,30

円

0

）

５ 労働費 89,

補

628 89,628

正 額

６ 農林水産業費 56

の

6,727 47,00

財

0 613,727 33

源

,842 9,600 3

内

,344 214

訳

７

款

商工費 1,804,9

補

48 94,783 1,

正

899,731 71,

前

153 23,630

の 額

８ 土木費 3,137

補

,326 32,000

正

3,169,326 1

額

4,363 19,30

計

0 △1,663

特

９

定

消防費 1,018,1

財

29 17,513 1,

源

035,642 1,4

一

00 16,113

般 財

10 教育費 3,717

源

,313 2,000 3

国

,719,313 △2

県

,097 1,900 2

支

2,000 △19,8

出

03

金

11 災害復旧

地

費 29,602 29,

方

602

債

12 公債費

そ

3,096,500 3

の

,096,500

他

－

13 諸支出金 86,7

 

61 86,761

10

14 予備費 16,00

 

0 16,000

－ －

歳 出 合 計 32,22

 

4,235 590,5

1

68 32,814,8

1

03 254,828 7

 

9,000 25,68

－

0 231,060

１ 議会費 182,2



２　

2

　

務費国庫補助金

分

718,

金

118 62,706 7

　

80,824 １新しい

　

地方経済 12,271

額

第２世代交付金 12,

1

271

1

・生活環境創

地

生

方

交付金

 

交付税

３デジタル基盤改 15,928 デジタル基盤改革支援補助金 15,928
革補助金

４社会保障・税

－

番 6,930 社会保障・税番号制度システム

7

整備費補助金 6,93

,

0

4

号制度システム

08

整備費補助金

,62

７地域未来交付金 2

－

8

7,577 地域未来推

2

進型交付金 27,57

3

7

1

２ 民生

,

費国庫補助金

0

371,7

6

34 17,376 38

0

9,110 12物価高

7

騰対応重 17,376

,

物価高騰対応重点支援

 

6

地方創生臨時交付金 1

3

7,376

9

点支援地

,

方創生

6

臨時交付金

88

款11地

1

方交付税 項１地方交付税 ～ 款15国庫支出金 項２国庫補助金11-１-１地方交付税

3

１ 地方交付税

 

7,408

－

,628 231,060 7,639,688

歳

１ 地方交付税 7,408,628 231,060 7,639,688 １地方交付税 231,060 普通交付税 231,060

　

款 13 分担金及び負担金 （単位：千円）

科　　　　　目 節
補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

款 項 目 区　　

款

分 金　　額

13 分担金

1

及び負担金

　

1

127,78

地

1 3,344 131,

方

125

交

１ 分担金

付

2

税

1,548 3,344

（

24,892

単位

２ 農林水産業費分

：

担

　

千

21,228 3,34

円

4 24,572 ４農業

）

用水路等長 3,344

科

農業用水路等長寿命化

　

・防災減災事業分担金

　

（8％） 3,344

　

金

　

寿命化・防災減

　

災

目

事業分担金

入

節
補正

款 1

前

5 国庫支出金 （単位：

の

千円）

科　　　　　目

額

節
補正前の額 補　正　

補

額 計 説　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

正

　　　　明
款 項 目 区　

　

　分 金　　額

15 国庫

－

額

支出金

計

4,514,78

説

5 195,822 4,

　

710,607

　　

１ 国庫負担金

　

2,277

　

,713 31,316

　

2,309,029

　

 

　

１ 民生費国

　

庫負担金

　

2,261,7

　

62 31,316 2,

　

293,078 ５子ど

　

ものための 31,31

　

6 子どものための教育

　

・保育給付費国庫負担

　

金（1/2） 31,3

　

16

1

　

教育・保育給付

　　

費国庫負担金

　明

２ 国庫補助金

款

2,2

項

24,421 164,

目

506 2,388,9

区

27

　

１ 総



－  

9,342 9,576 318,918 13住民税非課税世 9,57

３

6 住民税非課税世帯エ

衛

アコン設置促進事業補

生

助金 9,576

費

帯エ

国

アコン設置

庫

促進事業

補

補助金

－

助

４

金

農林水産業費県補 119,256 33,842 153,098 ２農業振興費補助 5,000 中山間地域所得確保推進事業補助金 5,000
助金 金

12

７農業水路等長寿 28

1

,842 農業水路等長

,

寿命化・防災減災事業

3

補助金 28,842

71

命化・防災減災

1

事業

,

補助金

005

款 18 寄

1

附金 （単位：千円）

科

2

　　　　　目 節
補正前

2

の額 補　正　額 計 説　

,

　　　　　　　　　　

3

　　　　　　　　　　

7

明
款 項 目 区　　分 金　

6

　額

18 寄附金

７

753,

物

858 22,000 7

価

75,858

高

１

騰

寄附金

対

753,858 2

応

2,000 775,8

重

58

1

３ 教

,

育費寄附金

0

3,270 2

0

2,000 25,27

5

0 １教育事業寄附金 2

物

0,000 教育事業寄

価

附金 20,000

高騰対

款15国庫支出

応

金 項２国庫補助金 

重

～ 款18寄附金 項

点

１寄附金15-２-３

支

衛生費国庫補助金

援地方創生臨時交付金 1,005
点支援地方創生

1

臨時交付金

５ 商工費国庫補助金 311,433 71,153 382,586 ２物価高騰対応重 56,163 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 56

4

,163

款

点支援地方

1

創生

5

臨時交付金

国庫支

３地域未来交付

出

金 14,990 地域未

金

来推進型交付金 14,

（

990

 

単

６

位

土木費国庫補助金

：

529

千

,164 14,363

円

543,527 ２社会

）

資本整備総 14,36

科

3 都市公園・緑地等事

　

業交付金 14,363

　　

合交付金

－

　　

７ 教育費国庫補助金

目

1

節

34,057 △2,0

補

97 131,960 ６

正

社会資本整備総 △2,

前

097 都市構造再編集

の

中支援事業交付金 △2

額

,097

補

合交付金

－

　正　額

款 16 県支出金 （

計

単位：千円）

科　　　

説

　　目 節
補正前の額 補

　

　正　額 計 説　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　明
款 項

　

目 区　　分 金　　額

1

 

　

6 県支出金

　

1,597,

　

939 59,006 1

　

,656,945

　　

１ 県負担金

　

896,4

　

33 15,588 91

　

2,021

　

1

　

１ 民生費県負担金

　

88

　

9,764 15,58

　

8 905,352 ４子

　

どものための 15,5

　

88 子どものための教

　

育・保育給付費県負担

明

金（1/4） 15,5

款

88

項

教育・保育給付

5

目 区

費県負担金

　　

２ 県補助金

分

480,6

金

69 43,418 52

　

4,087

　額

２ 民生費県補助金 30



－  

11公園施設維持管 14,300 公共事業等債（100%） 14,300
理事業債

５ 消防債 164,200 1,400 165

－

２

,600 １消防施設・

ス

水利 1,400 緊急防

ポ

災・減災事業債（10

ー

0％） 1,400

ツ

整

事

備事業債

業寄

６ 教育債

2

1,031,5

,

00 1,900 1,0

0

33,400 １永明小

0

中学校建 1,900 公

0

共施設等適正管理推進

ス

事業債（90％） 1,

ポ

900

ー

設事業債

ツ事

９ 総務債

業

0 2,

寄

800 2,800 ２庁

附

舎改修事業債 2,80

金

0 緊急防災・減災事業

2

債（100%） 2,8

,

00

00

計 32,2

0

24,235 590,568 32,814,803

款18寄附金 項１寄附金 ～ 款22市債 項１市債18-１-３教育費寄附金

附金

款 21 諸収入 （単位：千円）

科　　　

1

　　目 節
補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

款 項 目 区　　分 金　　額

21 諸収入 1,619,662 336 1,619,998

５ 雑入

6

3

款

34,529 336 3

1

34,865

8 寄

１ 実費徴収金

附

82,

金

139 336 82,4

（

75 １総務費実費徴収

単

336 貸出用端末等実

位

費徴収金 336

 

：

金

千円）

科

款 22 市債 （単位

　

：千円）

科　　　　　

　

目 節
補正前の額 補　正

　

　額 計 説　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　明
款 項 目 区

－

目

　　分 金　　額

22 市

節

債

補

2,718,494 7

正

9,000 2,797

前

,494

の

１ 市債

額

2

補

,718,494 79

　

,000 2,797,

正

494

－

　

２

額

衛生債

計

19,500 44

説

,000 63,500

　

２環境館解体事業 44

　

,000 一般事業債（

　

95%） 32,400

　　

債 公共施設等適正管

　

理推進事業債（90%

 

　

） 11,600

　　

３ 農林水産業債

　

6

　

6,000 9,600

　

75,600 ３農業用

　

水路等長 9,600 一

　

般補助施設整備等事業

　

（100%） 9,60

　

0

1

　

寿命化・防災減

　　

災事業債

　　

４ 土木債

明

970,900

款

19,300 990,

項

200 ７幹線道路（１

目

級 5,000 公共事業

区

等債（90％） △9,

7

　

300

　

１８号線）整

分

備 地方道路等整備事業

金

債（90％） 300

　　

事業債 防災・減災・国

額

土強靭化緊急対策事業債（100%） 14,000



３　

8

明

5 99,565 59,

特

285

 定

24積立金 5

 

9,285

財

[１]財政事務費

 

3

源

9,895 59,28

一

5 99,180 59,

般

285
　①積立金 59

 

財

,285
　　・財

源

政調整基金 3,300

款 項

　　・減

目

債基金 55,985

事　　業 区

－

　

[２]庁舎管理

　

費 018負担金補助 2

分

1,325
５

金

財産管理費

　

400,

額

726 21,325 4

国

22,051 12,2

県

71 2,800 6,2

支

54
[４]ベルビア維

出

持管理費 21,325

－

金

及び交付金

地 

財源

方

振替
[２]

 

庁舎管理費

債

136,

そ

463 0 136,46

 

3 2,800 △2,8

の

00

 

(債

 

他

)緊急防災・減災事業債（100%

　　）

2,800

２総務

18負担金補助及び交

費

付金 21,325
[４]ベルビア

1

維持管 97,256 21,325 118,581 12,271 9,054
　①負担金 21,325

理費
　　・空調改修工事 1,500(国)第２世代交付金

　　・

9

6

階段設置工事 19,8

,

2512,271

059,22

[３]総合計画推進事

3

業費 1,03612委

2

託料 1,036

 

5

６企画費

3

2,21

,

2,381 1,036

4

2,213,417 5

2

17 519

1 6

12委託

,

料 1,036

3

[３]総合計画推進

1

事

－

2

1,086 1,0

,

36 2,122 517

6

519
　④その他委託

4

料
業費

4

　

6

　・市民意識調査(国

2

)地域未来推進型交付

,

金

517

706

[３

2

]情報センタ電算処理

,

システム管理費 15,

8

92812委託料 15

0

,928
７情

0

報管理費

3

429,2

3

47 15,928 44

6

5,175 15,92

1

8

歳

87

12委託料 15,

,

928
[３

5

]情報センタ電算

7

3

9

04,539 15,928 320,467 15,928
　④その他委託料

処理システム管
　　・自治体システム標準化(国)デジタル基盤改革支援補助金

理費
15,928

[２]地域ＤＸ推進事業費 34,476７報償費 25,278
８ＤＸ推進事業費 89,170 34,476 123,646 17,070 336 17,070

８旅費 200
11役務費 1,053

１

12委託料

総

770

務

13

管

使用料及び 705

理費

賃借料
18負担金補助 6,470

及び交付金
款２総務費 項１総務管理費２-１-１一般管理費

5,016,427 246,491 5,262,918 55,776 2,800 336 187,579

　

[１]人件費 88,405３職員手当等 88,405
１一般管理費 958,925 88,801 1,047,726 198 88,603

[７]職員研修費 396

　

13使用料及び 396
賃借料

３職員手当等 88,

款

405
[１

２

]人件費

総

864,7

務

45 88,405 95

　

費

3,150 88,40

（

5

単位

13使用料及び

：

賃借料 396

千

[７]職員研修費

円）

5,758 396 6,

科

154 198 198
　

　

①使用料及び賃借料

出

　

　　・教育動画配信

　

サービス使用料(国)

　

地域未来推進型交付金

　目

198

補 正 

[５]インターネッ

額

ト情報発信事業費 6,

－

 

42812委託料 6,

の

428
２文書

 

広報費

財

66,966

 

6,428 73,39

源

4 3,250 3,17

 

8

内 

12委託料 6,4

訳

28
[５]

 

節

インターネット

補

7,

正

052 6,428 13

前

,480 3,250 3

の

,178
　④その他委

額

託料
情報発

補

信事業費

 

　　・イン

正

ターネット動画番組制

 

作(国)地域未来推進

1

額

型交付金

3,250

計 説　　

[１]財政事務

　

費 59,28524積

　

立金 59,285

　

３財政管理費

　

4

　

0,280 59,28



－  

源

20
[８]

一

移住推進事業費

般

10

財

,615 2,785 1

源

3,400 1,392

款

1,393
　①報償金

項

　　・講師等謝礼

目

(国)地域未来推進型

事

交付金

　

10需

－

　

用費 301,392

業 区

　①消耗品費

　　

18負担金

分

補助及び交付金 2,6

金

35

　

　①

額

負担金 2,635

国県

　　・田舎暮

支

らし「楽園信州」推進

出

協議会 30

金 地

　　・田舎暮らし「

 

楽園信州ちの」協議会

方

2,334

 債

　　・諏訪圏移住交

そ

流推進事業連絡会 27

 

1

の 他
７報

[１]一般

償

経費（総務課） 6,1

費

2722償還金利子 6

2

,127
14

5

諸費

,

108,878

2

6,127 115,0

7

05 6,127
及び割

8

引料
22償還金利子及び割引料 6,127

[１]一般経費（総務 108,587 6,127 114,714 6,127
　③その他償還金利子及び割引料

[

課）

２

　　・国県

]

支出金等過年度精算に

地

よる返還金

域ＤＸ推

３戸籍

進

住民基本台帳費

事

190,268 6,930 197,198 6,930

[３]戸籍住民基本台帳事務費 6,93012委託料 6,930
１戸籍住民基本台帳費 190,268 6,930 1

8

97,198 6,93

4

0

,1

12委託料 6,9

4

30
[３]

3

戸籍住民基本台

3

49

4

,700 6,930 5

,

6,630 6,930

4

　④その他委託料

7

帳事務費

6

　　

1

・システム改修(国)

1

社会保障・税番号制度

8

システム整

　　備費補

,

助金

6

6,93

1

0

9 17,070

2

336 17

款２総

,

務費 項１総務管理費

0

 ～ 款２総務費 項

7

３戸籍住民基本台帳費

0

２-１-８ＤＸ推進事

　

業費

①報償金
業費

　　・地域ＤＸ推進支援謝礼(国)地域未来推進型交付金

８旅費 20017,070

　①費用弁償(諸)貸出用端末等実

0

費徴収金

11役務費 1,053336

　①通信運搬費
12委託料 770

款

　④その他委託料

 

２ 総

　　・地

務

域ＤＸプロモーション

費 （

13使用

単

料及び賃借料 705

位：

　①使用料

千

及び賃借料

円

－

）

　　・防災ＤＸ実証

科

事業使用料

　　

18負担金補助及び

　

交付金 6,470

　　

　①負担金

目 補

　　・職員

 

派遣

－

正 額 の

[５]地

 

域創生推進事業費 10

財

,300７報償費 12

 

0
９地域創生

源

費

 

589,879 1

 

内

3,085 602,9

 

64 6,542 6,5

訳

43
[８]移住推進事

節

業費 2,78510需

補

用費 30
12委託

正

料 10,300

前の

18負担金補助 2

額

,635

補

及

2

 

び交付金

正 額 計

12委託料 10,30

説

0
[５]地

　

域創生推進事

　

24,

　

050 10,300 3

　

4,350 5,150

1

　

5,150
　④その他

　

委託料
業費

　明

　　・交流人口・関

特

係人口創出(国)地域

 

未来推進型交付金

5,

定

150

 財 

７報償費 1



－  

源

費用弁償　　進事業補

一

助金

般

10需用

財

費 709,576

源款

　①消耗品費

項 目

11役務費 1

事

02

　

　①

－

　

通信運搬費 39

業 区

　④手数料 63

　　

13使用

分

料及び賃借料 680

金　

　①使用料

額

及び賃借料

国県

　　・備品使用料

支出

18負担金

金

補助及び交付金 19,

地

258

 

　

方

②補助金

 債

　　・エアコン設置促

そ

進事業

 の 他

２児童福祉費 4,463,624 59,94

３

9 4,523,573

民

50,198 9,75

生

1

費

[８]私立認定こども園等支援事業費 59,94918負担金補助 59,949
２保育所費 2,342,822 59,949 2,402,771 50,198 9,751

及び交付金

10

18負担金補助及び

,

交付金 59,949

1

[８]私立認

0

定こども

5

634,0

,

88 59,949 69

6

4,037 50,19

1

8 9,751
　①負担

5

金 56,655

9

園等支援事業費

6,

　　・認定こども園等

5

施設型給付費(国)子

4

どものための教育・保

6

育給付費

　②補助金 3

1

,294　　国庫負担

0

金（1/2）

,2

　　・エネルギー価格

0

高騰対策31,316

2,

(国)物価高

1

騰対応重点支援地方創

6

生臨

1

　　時交

7

付金

3

3,29

,

4

8

(県)子ど

5

ものための教育・保育

6

給付費

2

　　県

2

負担金（1/4）

,6

15,588

90

2

款３民生費 項１社会福祉費 ～ 款３民生費 項２児童福祉費３-１-１社会福祉総務費

１社会福祉費 5,339,037 36,597 5,375,634 23,658 12,939

[14]長野県後期高齢者

2

医療広域連合負担金 12,939１報酬 1,971
１社会福祉総務費 1,504,889 36,597 1,541,486 23,658 12,939

[17]住民税非

款

課税世帯エアコン設置

 

３

促進事業費 23,65

民

8３職員手当等 1,0

生

95
４共済費 45

費

8

（

８旅費 2

単

4

位

10需用

：

費 70

千

11

円

役務費 102

－

）

科

13使用料及び 68

　

0

　

賃借料

　　

18負担金補

　

助 32,197

目 補

及び交付金

 

－

正 額

18負担金補助

 

及び交付金 12,93

の

9
[14]

 

長野県後期高齢

財

62

 

8,907 12,93

源

9 641,846 12

 

,939
　①負担金

 

内

者医療広域連

 

合

訳

　　・長野県後期

節

高齢者医療広域連合

補

負担金

正前の額

１報酬 1,971

補

[17]住民税

2

 

非課税世

正

0 23,6

 

58 23,658 23

額

,658
　③会計年度

計

任用職員報酬

説

帯エアコン設置

　

　

　

　・会計年度任用職員

　

(国)物価高騰対応重

　

点支援地方創生臨

3

　

促進事業費

　

３職員

　

手当等 1,095　　

明

時交付金

４共済費 45

特

814,082

 定

８旅費 24(県)住

 

民税非課税世帯エアコ

財

ン設置促

 

　①



－  

源 一般財源

款 ６ 農

款

林水産業費 （単位：千

項

円）

科　　　　　目 補

目

 正 額 の 財 源

事

 内 訳 節
補正前の額

　

補 正 額 計 説　　　

－

　

　　　　明特 定 財

業

 源 一般財源款 項 目 事

区

　　業 区　　分 金　額

　

国県支出金 地 方 債

　

そ の 他

６農林

分

水産業費

金

566,7

　

27 47,000 61

額

3,727 33,84

国

2 9,600 3,34

県

4 214

支出

１農業

金

費

地

486,033 4

 

7,000 533,0

方

33 33,842 9,

 

600 3,344 21

債

4

そ 

[３]農業担い手

の

育成事業費 5,000

 

18負担金補助 5,0

他

00
３農業振興費 92,031 5,000 97,031 5,000

及び交付金

４衛生

18負担金補助

費

及び交付金 5,000
[３]農業担い手育成 60,677 5,000 65,677 5,000

　②補助金
事業費

　　・中山間地域所得確保推進事業(県)中山間地域所得確保推進事業補助

　　金

2,

5,000

314,

[10]農業水路

2

等長寿命化・防災減災

1

事業費 42,0001

5

4工事請負費 41,8

4

00
６農地費

7,

258,111 42

3

,000 300,11

0

1 28,842 9,6

5

00 3,344 214

2

18負担金補助 200

,

及び交付金

361,

14工事請負費

5

41,800

2

[10]農業水路等

0

長寿

1

4,121 42

,

,000 46,121

0

28,842 9,60

0

0 3,344 214
　

5

②インフラ資産取得工

4

事
命化・防

4

災減災

,

　　・取水施

0

設修繕工事(分)農業

0

用水路等長寿命化・防

0

災減災
事業費

2,

18負担金補助及び交

3

付金 200　　事業分

0

担金（8％）

　①負担

0

金3,344

　　・特別賦課金(県)農業水路等長寿命化・防災減災事

　　業補助金

2

28,842

(債)一般補助施設整備等事業（100

　　%）

9,600

１

款

保

４衛生費 項１保健衛

健

生費 ～ 款６農林水

衛

産業費 項１農業費４

生

-１-１保健衛生総務

費

費

1,503,786 1,005 1,504,791 1,005

[７]諏訪中央病院組合負担金 1,00

4

518負担金補助 1,005
１保健衛生総務費 985,764 1,005 986,769 1,005

及び交付金
18

款

負担金補助及び交付金

 

４

1,005

衛

[７]諏訪中央病院組

生費

823,983 1,

（

005 824,988

単

1,005
　①負担金

位

合負担金

：千

　　・諏訪中央病院組

円

合病院事業会計（エネ

－

）

ルギー価格高(国)物

科

価高騰対応重点支援地

　

方創生臨

      

　

騰分）　　時交付金

　　

1,005

　目 補 

２清掃費

－

正

8

 

10,429 46,3

額

00 856,729 4

 

4,000 2,300

の 財

[３]一般経費 46

 

,30012委託料 4

源

90
２塵芥処

 

理費

 

内

763,200

 

46,300 809,

訳

500 44,000 2

節

,300
14工事請負

補

費 45,810

正前の

12委託料 490

額

[３]一般経費

補

2

 

526,909 46

正

,300 573,20

 

9 44,000 2,3

額

00
　④その他委託料

計

　　・環境館解体

説

工事施工監理(債)一

　

般事業債（95%）

　　

14工事請負費

　

45,81032,4

5

　

00

　

　③除却

　

工事(債)公共施設等

明

適正管理推進事業債（

特 

　　・環境館

定

解体工事　　90%）

 財

11,600

 



－  

源

40
ん等事

一

業費

般

　　・中小企業

財

制度融資保証料 4,2

源

30
　　・中小企

款

業制度融資利子 4,4

項

10

目 事　

－

　業

12委託料 3

区

,000
[

　

３]起業・創業等支

　分

24,540 3,00

金

0 27,540 1,5

　

00 1,500
　④そ

額

の他委託料

国

援事業費

県

　　・女性

支

起業支援(国)地域未

出

来推進型交付金

1,5

金

00

地 方

12委託料 2

 

6,980

債

[５]産業まちづくり

そ 

10,000 26,

の

980 36,980 1

 

3,490 13,49

他

0
　④その他委託料 26,980

推進事業費
　　・産業まちづくり推進プロ

７

モーション 11,98

商

0(国)地域未来推進

工

型交付金

　　・首都圏

費

企業誘致・企業間交流促進事業 15,00013,490

款 ８ 土木費 （単位：千円）

科　　　　　目

1

補 正 額 の 財 

,

源 内 訳 節
補正前の

8

額 補 正 額 計 説　　

0

　　　　　明特 定 

4

財 源 一般財源款 項 目

,

事　　業 区　　分 金　

9

額
国県支出金 地 方 

4

債 そ の 他

８土

8

木費

9

3,137,3

4

26 32,000 3,

,

169,326 14,

7

363 19,300 △

8

1,663

3 1

２道

,

路橋梁費

8

1,294

9

,809 0 1,294

9

,809 5,000 △

,

5,000

73

[５]幹

1

線道路整備事業費（１

7

級１８号線） 0

1

３道路橋梁新設改良

,

費

1

904,046 0

5

904,046 5,0

3

00 △5,000

23

財

,

源振替
[５

6

]幹線道路整備事

3

8

0

7,420 0 87,420 5,000 △5,000
業費（１級１８

(債)公共事業等債（90％）
号線）

△9,300

(債)地方道路等整備事業債（90％）

300

2

(債)防災・減災・国土強靭化緊急対策

　　事業債（100%）

14,000

４都市計画費

１

1,

商

347,353 32,

工

000 1,379,3

費

53 14,363 14,300 3,337

款７商工費 項１商工費 ～ 款８土木費 項４都市計画費７-１-２商業振興費

1,804,948 94,783 1,899,731 71,153 23,630

[１]商店街等活性化事業費 56,

6

16311役務費 6,090
２商業振興費 323,679 56,163 379,842 56,163

12委託料 3,324
18負担金補助 46,749

款

 

７

及び交付金

商工費 （

11役務費 6,09

単

0
[１]商

位

店街等活性化

：

311

千

,138 56,163

円

367,301 56,

－

）

163
　①通信運搬費

科

事業費

　

1

　

2委託料 3,324(

　

国)物価高騰対応重点

　

支援地方創生臨

　④そ

　

の他委託料　　時交付

目

金

補

　　・引換

 

券作成56,163

－

正 

18負担金補助

額

及び交付金 46,74

 

9

の

　②補

 

助金

財

　　

 

・プレミアム付生活応

源

援券事業

 

 

内 訳 節

[２

補

]制度融資あっせん等

正

事業費 8,64012

前

委託料 29,980

の

４産業振興費

額 補

1,088,826 3

2

 

8,620 1,127

正

,446 14,990

 

23,630
[３]起

額

業・創業等支援事業費

計

3,00018負担金

説

補助 8,640
[

　

５]産業まちづくり推

　

進事業費 26,980

　

及び交付金

　

7

　　　

18負担金補助及び

明

交付金 8,640

特

[２]制度融資

 

あっせ

定

1,039,

 

590 8,640 1,

財

048,230 8,6

 

40
　②補助金 8,6



－  

源

費

一

51,557 0 5

般

1,557 1,400

財

△1,400

源款

財源振

項

替
[１]消

目

防施設・水利

事

19,

　

892 0 19,892

－

　

1,400 △1,40

業

0
整備事業

区

費

　

(債)緊急防災・

　

減災事業債（100％

分

　　）

金

1,4

　

00

額
国県支出

款

金

10 教育費 （単位：千

地

円）

科　　　　　目 補

 

 正 額 の 財 源

方

 内 訳 節
補正前の額

 

補 正 額 計 説　　　

債

　　　　明特 定 財

そ

 源 一般財源款 項 目 事

 

　　業 区　　分 金　額

の

国県支出金 地 方 債

 

そ の 他

10教

他

育費

[

3,717,3

２

13 2,000 3,7

]

19,313 △2,0

公

97 1,900 22,

園

000 △19,803

施設維

２小学校費

持

1

管

,859,745 0 1

理

,859,745 △2

費

,097 1,900 1

3

0,209 △10,0

2

12

,0

[７]要保護・

0

準要保護児童就学援助

0

費 0
２教育振

1

興費

4

243,118

工

0 243,118 10

事

,209 △10,20

請

9

負費

財源振替

3

[７]要保護・準要

2

保

,

39,455 0 3

0

9,455 10,20

0

9 △10,209

0

護児童就学援助
(寄)教育事業寄附金

費
10,209

[１]永明小中学校建設事業費 0

４

３学校建設費

公

1,

園

104,699 0 1,

管

104,699 △2,

理

097 1,900 19

費

7

財源振替
[１]永明小中学校建 1,104,699 0 1,104,699 △2,097 1,900 197

設事業費
(国)都市構造再編集中支援事業

9

交付金

△2,097

3,

(債)公共施設

9

等適正管理推進事業債

9

（

7

　　90％

3

）

2,

1

0

,900

2

00

款８土木費 項４都市

1

計画費 ～ 款10教

2

育費 項２小学校費８

5

-４-４公園管理費

,997 14,363 14,300 3,337

14工事請負費 32,000
[２]公園施設維持管 93,275 32,000 12

8

5,275 14,363 14,300 3,337
　④その他維持修繕工事

理費
　　・維持修繕工事(国)都市公園・緑地等事業交付金

14,363

款

(債)公

 

８

共事業等債（100%

土

）

木

14,30

費

0

（単位：千

款 ９

円

消防費 （単位：千円）

－

）

科　　　　　目 補 正

科

 額 の 財 源 内

　

 訳 節
補正前の額 補 

　

正 額 計 説　　　　　

　

　　明特 定 財 源

　

一般財源款 項 目 事　　

　

業 区　　分 金　額
国県

目

支出金 地 方 債 そ 

補

の 他

９消防費

 

－

正

1,018,129 1

 

7,513 1,035

額

,642 1,400 1

 

6,113

の 

１消

財

防費

 

1,018,1

源

29 17,513 1,

 

035,642 1,4

 

内

00 16,113

 訳

[

節

１]一般経費 17,5

補

1318負担金補助 1

正

7,513
１

前

常備消防費

の

684,

額

365 17,513 7

補

01,878 17,5

2

 

13
及び交付金

正 額

18負担金補助及び交

計

付金 17,513

説

[１]一般経費

　　

684,365 17

　

,513 701,87

　

8 17,513
　①負

9

　

担金
　　・諏訪広

　

域連合（消防特別会計

　

）

明特 定 

[１]消防

財

施設・水利整備事業費

 

0
３消防施設



－  

 源 一般財源款 項 目 事

－

　　業 区　　分 金　額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

３中学校費 442,131 0 442,131 9,791 △9,791

3

[７]要保護・準要保護生徒就学援助費 0
２教育振興費 167,512 0 167,512 9,791 △9,791

財源振替

0

[７]要保護・準要保 37,839 0 37,839 9,791 △9,791
護生徒就学援助

(寄)教育事業寄附金
費

款

9,791

 

10 教

６保健体育費

育

278

費

,870 2,000 2

（

80,870 2,00

単

0

位：

[１]スポーツ施

千

設管理費 2,0001

－

円

7備品購入費 2,00

）

0
２体育施設

科

費

　

220,250 2

　

,000 222,25

　

0 2,000

　　

17備

目

品購入費 2,000

補

[１]スポー

－

 

ツ施設管

正

97,56

 

1 2,000 99,5

額

61 2,000
　①重

 

要物品購入費

の

理費

 

　　・施設備

財

品(寄)スポーツ事業

 

寄附金

2,000

源

 

 内 訳

計 32,2

節

24,235 590,

補

568 32,814,

正

803 254,828

前

79,000 25,6

の

80 231,060

額

3

補

款10教育費

 

 項３中学校費 ～ 

正

款10教育費 項６保

 

健体育費10-３-２

額

教育振興費

計 説　　　

1

　　　　明特 定 財

03000933
ハイライト表示

03000933
ハイライト表示

03000933
ハイライト表示

03000933
ハイライト表示

03000933
ハイライト表示



補 正 前

1,188

1,187

1,912,899

 一 般 職

給　　　　　　　与　　　　　　　費

報　　酬 計

区　　分
職員数

職員手当
(人)

補 正 後 1,377,682

補 正 額

期末手当

45,383 551,920

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

25,259

1

補 正 前

特殊勤務

415

住居手当

45,383

25,259

552,335

1,372

補 正 後

89,5001,971

368,902

区　　分
管 理 職

140

退職手当

540

368,762

超過勤務

112,405

24,000

88,405

26,381

26,381

手　　当 手　　当

－ 32 －

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

195,360

194,8201,372

手　　当

4,271,467

備　考

31,246

寒 冷 地

91,471

区　　分

給　　料

共　済　費

5,063,631

合　計

980,886

1,288,1821,912,899978,915

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1,35317,686

1,35317,686

扶養手当
手　　当

通勤手当勤勉手当
手　　当

4,179,996

31,246

91,929

宿 日 直

（単位：千円）

（単位：千円）

458

792,164

4,971,702791,706



 

 

令 和  ８  年 度 
 

 

 

 

茅 野 市 予 算 案 概 要 
 

 

 

 
令和８年２月１８日(水)   

  



 

（３）令和８年度予算編成の考え方 

 第６次茅野市総合計画で目指すまちの将来像「たくましく やさしい しなやかな交流拠点ＣＨＩＮＯ」の実現に向け、真に必要な

事業を計画的かつ効果的に予算計上するとともに、部分最適に陥ることなく全体最適の視点に立ち、茅野市全体の未来に向けて礎とな

る予算となるように全職員が一丸となって編成しました。 

 

（４）令和８年度当初予算のすがた 

令和８年度当初予算は、「暮らしの基盤を支え、希望を育てる予算 ～生活の土台をしっかり固め、未来への可能性を広げます～」

を基本コンセプトとして編成しました。 

 総合的な医療の提供や地域医療を今後も力強く推進するために、諏訪中央病院組合への財政支援を強化するとともに、道路・橋梁・

上下水道などの公共インフラの更新・長寿命化や自然災害への対策に重点的に予算を配分し、安全・安心な暮らしのためのまちの基盤

を整備していくことを重要視しました。 

 また、未来への希望を創出することも重視し、子どもの医療費の窓口負担の無償化を実現するとともに（令和８年８月開始）、学校

給食の負担軽減を行うなど、将来の茅野市を担う子どもたちへの積極的な投資を行います。 

 未来への希望には地域経済の活力が必要不可欠であり、そのための一環として、ベルビア１階に賑わい交流拠点施設を整備し、様々

な主体による経済活動の交流やまちの賑わいを促進するとともに、首都圏企業が来訪するきっかけ作りや地元企業とのマッチングの

場を創出することにも取り組んでいきます。そのほかにも、返礼品の商品開発などによる「ふるさと納税」の強化、「蓼科野菜」のブ

ランド強化や「八ヶ岳西麓りんご生産アカデミー」の開催による稼ぐ農業の仕組みづくり、令和８年６月から実施される長野県宿泊税

を活用した広域的な観光誘客キャンペーンへの参加など、地域経済の活性化や未来に向けて希望の種をまくことにも必要な予算を配

分しました。 

 その結果、令和８年度当初予算は３０５億３千万円となり、予算規模は過去２番目となりました。特に民生費は、団塊の世代が後期

高齢者に到達するなかで高齢化社会のピークを迎えつつあることもあり、初めて１００億円を超え、予算全体に占める割合は約３分の

１となっています。 

 第６次茅野市総合計画で目標として掲げる３つのまちの姿を具現化していくことを念頭に、当市が直面する課題の本質を見極め、全

体最適の視点に立って重要課題を中心に各分野に必要な財政措置を講じています。 

※詳細については、P17 以降の事業概要を参照。 
－4－



認定こども園等
負担金

6億0935万円

P268,269 担当課 学校教育課

２
私立認定こども園への支援

929万円 そ の 他

5898万円1766万円

県の負担 1億6883万円

13億0912万円

財
　
源

国の負担 3億1200万円

拡充

3億8215万円

事業費
17億6271万円

事業費
6億6833万円

（前年度） 17億873万円 （前年度） 6億3409万円

② 心豊かに学び育ち活躍で
きるまち

１
公立保育所の運営

財
　
源

国の負担 1316万円

主
な
経
費

人件費

県の負担 1933万円 管理運営費

市の負担

そ の 他

借 入 金

拡充

2720万円 一時保育

1億2830万円 病児・病後児保育

心豊かな学びを通じて生きる力を育みなが
ら、地域の支え合い、助け合いやつながりの中
で、生涯にわたって活躍できるまち

（前年度） 824万円

　私立認定こども園等に
入所する児童の保育に要
する経費などを支援しま
す。

担当課

5 中学校給食費物価高騰対策臨時特別補
助金

運営費等補助金

そ の 他

事業費
7億1075万円

事業費
1億4746万円

事業費

財
　
源

国の負担

（前年度） 11億6457万円 （前年度） 1661万円

市の負担

補助金 1億4746万円

市の負担

1692万円

予算書 P152-161

県の負担

中学校給食費補
助

1692万円主
な
経
費

【子育て・教育、文化・
  芸術、生涯学習、人材育成、
  地域コミュニティ】

拡充

1692万円

拡充

担当課 幼児教育課

3 永明小中学校の建設、プール授業の民
間委託

4
小学校の給食費の負担軽減

主
な
経
費

予算書 P158-161

借 入 金

幼児教育課

その他

　公立保育所14園では、保
護者が就労等により保育を
必要とする乳児及び幼児を
お預かりし、子育て支援も
含めて保育ニーズに対応し
た施設運営を行っています。

4428万円 市の負担 1億8750万円

財
　
源

借 入 金 6億130万円 ｱﾘｰﾅ建設等工事 5億1269万円 借 入 金

国の負担

そ の 他

国の負担 1630万円

主
な
経
費

設計監理 2338万円 1億4746万円

主
な
経
費

借 入 金

予算書 予算書

　永明小学校と永明中学校を、施設一体型で建替
事業を進めてきましたが、令和８年度で全事業が
完了となります。今年度は、アリーナ建設、せせ
らぎ水路整備、メイングラウンド整備等を行いま
す。また、永明小中学校はプールを当面は建設し
ないこととしたため、水泳授業は他校に移動して
実施しますが、一部の学年においては民間事業者
に委託して、民間プールにて水泳事業を行いま
す。

　令和８年度から創設される国の「給食費負担軽
減交付金（仮称）」を活用し、小学校の給食費の
保護者負担の大幅に軽減します。給食費の保護者
負担は、令和７年度は年間で約６万円の負担でし
たが、令和８年度は約14,000円になります。

　昨今の賄材料費等の物価高騰対策として、給食
１食あたり60円を補助します。
　令和４年度補正予算で同じく給食１食あたり15
円を臨時的に補助し、令和５年度からは１食当た
り15円を値上げした上で同額を臨時的に補助して
いました。令和７年度に引き続き、令和８年度も
国の物価高騰対策の交付金が活用できることか
ら、１食当たりの補助額を60円に拡充し、補助を
継続することとしました。

財
　
源 そ の 他 その他経費 1434万円

県の負担 小学校解体工事 1億5095万円 県の負担

市の負担 9315万円

予算書 担当課 学校教育課P278,279P272-275 担当課 学校教育課

15億7448万円

－21－



その他経費 100万円

10

予算書予算書

財
　
源

国の負担

そ の 他

こども課

茅野市民館運営への支援

123万円

439万円
（前年度）

2028信州やまなみ国スポ・全障スポの
準備

　こども館ＣＨＵＫＯらんどチノチノは、こども
達自身が自分たちの居場所を自分たちで創造する
ことを理念として運営してきました。令和８年度
からは地域おこし協力隊制度を活用し、地域外の
視点や新しい発想を取り入れていくことで、多様
なこどもたちが集う、魅力的な居場所づくりを支
援していきます。

そ の 他

-

負担金 123万円

　子育て世帯を支援するために保育園等で実施し
ている一時保育事業、病児・病後児保育事業の使
用料等の支払い方法に、新たにキャッシュレス決
済を追加し、保護者の利便性の向上を図ります。
なお、新たに始まる乳児等通園支援事業にも導入
します。

（前年度） 5514万円
事業費

市の負担 26万円

そ の 他 66万円

主
な
経
費

借 入 金

主
な
経
費

幼児教育課 P290,291 担当課

施設維持修繕工
事

1億1028万円

　保育園等に通っていない生後６ヶ月から満３歳
未満の子どもを対象に、親の就労要件等を問わ
ず、時間単位で保育園を利用することができる事
業です。
　子どもたちに家庭と異なる経験を提供すること
で、子どもの育ちと保護者支援を行います。

指定管理料 1億8550万円

事業費
2億9678万円

（前年度） 2億9455万円

9

財
　
源

事業費
284万円

事業費
24万円

-

財
　
源

国の負担 165万円

- （前年度）

借 入 金

（前年度）

そ の 他

市の負担 24万円

主
な
経
費

借 入 金

予算書 P286,287 担当課 生涯学習課 予算書 P320,321 担当課 スポーツ健康課

　市民の地域文化創造の交流拠点である「茅野市
民館」を管理運営する㈱地域文化創造への必要な
経費を負担します。
今年度は、舞台照明
卓の更新を行うほか、
自動火災受信機の更
新工事などを行いま
す。

　茅野市は、令和10年
（2028年）に開催される国
スポでは軟式野球、全障ス
ポではフライングディスク
の会場になっています。
大会に向けて実行委員会の
設立など準備を進めていき
ます。

そ の 他

県の負担 県の負担

国の負担

市の負担 2億9678万円

借 入 金 借 入 金

市の負担 123万円

P156,157 担当課P156,157 担当課 幼児教育課

拡充

予算書

県の負担 27万円

6 乳児等通園支援事業（通称：こども誰で
も通園制度）の新設

7 子育て支援事業におけるキャッシュレス
決済の導入

主
な
経
費

財
　
源

国の負担

県の負担

手数料ほか 24万円

新規 新規

保育士人件費等 284万円

新規

事業費

国の負担

県の負担

人件費 439万円

主
な
経
費

財
　
源

市の負担 439万円

8 こども館ＣＨＵＫＯらんどチノチノへの
地域おこし協力隊の配置

茅野市民館

－22－



 

茅野市教育委員会保育所における保育を行うことに関する規則の一部を

改正する規則 

 

 茅野市教育委員会保育所における保育を行うことに関する規則（平成 24年茅

野市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 

様式第２号を次のように改める。 

  

議案第３号 



 

様式第２号(第３条関係) 

  

   

〒 

 

 

 

 

 

様  

(児童名         ) 

第     号   

年  月  日   

 

 

 

 

 

 

茅野市教育委員会          印  

 

保育所(園)入所承諾書  

 

 

 申込みのありました保育所(園)への入所について、次のとおり承諾します。  

子 ど も 

フ リ ガ ナ   

氏 名  

生 年 月 日  

保 護 者 

 

住 所 

 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

利用予定の施設 

名 称  

所 在 地   

決 定 年 月 日   

利 用 期 間   

備考 【この処分に係る審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項の教示文につ

いて記載】  

 

 

茅野市教育委員会     部   課   

 



 

様式第５号を次のように改める。 

様式第 5 号(第 5 条、第 8 条関係) 

 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

(児童名     ) 

 

 

茅野市教育委員会          印  

 

 

保 育 実 施 解 除 通 知 書 

 

 次の児童についての保育の実施を解除することにしましたから、通知します。  

子 ど も  

フ リ ガ ナ   

氏 名  

生 年 月 日  

保 護 者  

住 所  

フ リ ガ ナ   

氏 名  

生 年 月 日   

利 用 施 設 

名 称  

所 在 地  

利用終了年月

日 

  

解 除 理 由 
 

 

備考 【この処分に係る審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項の教示文につい

て記載】 

 

  



 

 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

茅野市教育委員会告示第    号 

 

 茅野市学校教育法施行細則（昭和 31年茅野市教育委員会告示第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

  令和８年２月 日 

              

                       教育長  山田 利幸       

          

 

様式第５号を次のように改める。 

  

議案第４号 



 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  



 

茅野市立小学校及び中学校における副学籍による交流及び共同学習実施

要綱の一部を改正する規則 

 

 茅野市立小学校及び中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

（平成 29 年３月 30 日茅野市教育委員会告示第５号）の一部を次のように改正

する。 

 

様式第２号中「養護学校」を「学校」に改める。 

 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  

議案第５号 



 

様式第２号（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

          様 

 

茅野市教育委員会  

 

 

副学籍校決定通知書  

 

 

 副学籍校を下記のとおり決定しましたので、通知します。  

 

記 

 

児童生徒氏名  生年月日 保護者氏名  住  所 

   
茅野市 

在 籍 校 副学籍校  

学校   茅野市立 

学部 年 学校 

 

※副学籍による交流等を安全に実施するため、在籍校及び副学籍校と綿密に連絡を取る等

のご協力をお願いします。  

 

 



議案第６号















 茅野市教育のめざすすがた                  茅野市の働き方改革     （ １ ２ ・・・の番号は裏面参照）    Ｒ８．２                      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Ｒ６年 Ｒ７年  Ｒ８年 Ｒ９年 Ｒ10 年 Ｒ11 年 

小学校 ３５ ３４ ３３ ３２ ３１ ３０ 

中学校 ４２ ３９ ３６ ３３ ３０ ３０ 

 

 

街中を子どもの学びの場 

・子どものための学びの場 

・フリースクールとの連携 

地域とともにあり、地域

づくりに参画する学校 

～共生社会の中の学校

～ 

子どものための学校・学級づくり・質の高い授業づくり 

～たくましく・やさしい夢のある子どもを育てる～ 

～学校と教育委員会との役割分担と協働～ 子ども・家庭支援の充実と 

子ども家庭への支援・相談は 育ちあいちの 学校・職員の支援の充実と  

                5  19      精神的負担の軽減 

自分の人生を豊かに 

生きる教職員 

縄文のビーナスプラン② 

地域の特色と教育的財産を生かした小中一貫教育と 

探求的な学び 
縄文のビーナスプラン① 

共生社会をつくり、子どもたちの 

多様性を包み込む学校 

１ コミュニティ・スクールの充実 4 17 

（地域コーディネータによる運営） 

・子どもの学びのための支援 

・学校施設整備への支援 

・見回り(交通安全・不審者) 1 

２ ボランティアの方による学びの支援 15 

３ 広報資料・ウェブサイトの作成 7 

 

１ 勤務時間の客観的管理・市教委の把握 

２ 校務のＩＣＴ化 教師用タブレットとクラウド利用とネットワーク化 

３ 業務支援員の配置 16 

４ 会議、提出物の精選化 

５ 年間計画、日課表の改善（研究、授業準備の時間の確保、定時退庁日の設定） 

１ １時間単位の授業の弾力的運用 

(中学校) 

２ 小学校教科担任制 

３ 教具・教材の共有化 

１ 読書活動応援センター(読書指導への支援) 

２ ＩＣＴサポートセンター(ＩＣＴ教育のため

の９人の支援員) ８ 

３ 発達支援センターと特別支援教育支援員の

配置(４２名) 

４ 公民館等の公共機関による出前講座等によ

る支援 

 

５ いじめ対応の学校支援員会 ・アドバイザーの配置 〈弁護士、医師、心理

の専門家・学識経験者〉 

６ 部活動の地域展開 （土日の部活はＲ８年度に完全展開 平日の部活動は 

Ｒ13 年度までに完全展開） 13 

７ 不登校支援 サポートルームの設立(６サポートルーム、７ミニサポートルー

ム)まなざし 市費による１３名の教員配置 

８ 給食指導、食育への栄養教諭、栄養士による指導 14 

１ ストレスチェックの活用 

２ 市独自のストレスチェックテスト 

３ 教職員の相談窓口（育ちあいちの） 

４ 教委による外部相談・医療紹介 

市の社会福祉部門との連携 

児童相談所・警察・ 

外部機関との連携 

茅野市の働き方改革の具体 

学校の取組 
地域と共につくる学校 学校業務の効率化・軽減化 

教育課程の改善 

茅野市働き方改革の目標 

子どものための学校・学級づくり・質の高い授業づくり 

―教職員が教育活動に専念でき、自分の人生を豊かにするための教育環境― 

 

―時間を生み出す工夫をしていくー 

働き方改革への市教委として教育活動への支援   ～リードから支援とアドバイスへ～ 

教職員のメンタルヘルス 

時間削減の目標 

働き方改革の核 

茅野市教育のめざすすがた

姿 

各学校の取組 各学校の取組 各学校の取組 





 

 

 

茅野市立学校の教育職員に関する 

業務量管理・健康確保措置実施計画(案) 
(文部科学省で示された「学校と教師の業務３分類」を中心として策定) 

                            （令和７年度版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年  月 

茅野市教育委員会 

 



 

 

目    次 

 

１ 計画の趣旨・現状 ・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２ 目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

３ 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

４ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 ・・・・４ 

 

５ 関連する取組、今後のフォローアップについて ・・１４ 

 

(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 〈２０２

５年６月改定〉により、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他の

教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を

図るために講ずべき措置に関する指針」に即して策定した) 

 

 



- 1 - 

 

１ 計画の趣旨、現状 

（１）計画の趣旨 

教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維

持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間に

おいて行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育

委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図ります。 

 

（２）本市の現状 

 ○本市では、平成３０年５月に、茅野市の子どものための働き方改革

の目標として「すべての小中学校で、子どものための学校づくり」

を推進し、質の高い授業と子どもと保護者に寄り添った支援を具現

化していくことを中心課題としました。そのために学校と教育委員

会が担うべき業務を明確化・適正化し、役割分担・協働化、効率化

を進め、長時間勤務という働き方を改善し、本来の学校業務に専念

できるようにしてきました。そして、教育職員が自らの豊かな生き

方を実現することによって、子どものための質の高い学校・授業、

支援を実現できる。」と考え、こども家庭総合支援拠点「育ちあい

ちの」（以下「育ちあいちの」という）を置きました。これらのこ

とから教育職員の時間外勤務時間の目標を４５時間以下にしまし
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た。 

 ○こうした取組の結果、本市における教職員の時間外勤務時間の状況

について、以下のとおりです。 

  【時間外勤務時間経年推移】      

 

   【令和６年度の時間外勤務時間の状況】 

 

 年平均 

(全市の平均) 

月４５時間を上回る教職

員の割合 

月８０時間を上回る教職

員の割合 

小学校 月 ３５：１時間 ２７．７％ ０．５％ 

中学校 月 ４２：９時間 ４３．２％ ０，９％ 

 〇「学校と教育委員会が担うべき業務を明確化・適正化し、役割分

担・協働化、効率化を進め、長時間勤務という働き方を改善」

(「育ちあいちの」の設置)以前の平成 29 年度は、4，5 月の平均

で小学校 62：58、中学校７０：２０になっています。 

  「育ちあいちの」の設置した平成 30 年以降は小学校、中学校共に

平成２９

年度

平成３０

年度

令和１年

度

令和２年

度

令和３年

度

令和４年

度

令和５年

度

令和６年

度

中学校 70:20 61:48 45:45 38:34 44:15 43:49 43:49 42:19

小学校 62:58 49:46 44:21 38:36 37:43 36:06 35:40 35:11

62:58
49:46 44:21 38:36 37:43 36:06 35:40 35:11

70:20

61:48

45:45
38:34 44:15 43:49 43:49 42:19

小学校 中学校
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勤務時間外の年平均は減少してきました。令和 6 年においては、月

ごとの時間外勤務時間の年間平均は小学校、3５：11、中学校

42：19 と目標にしていた月ごとの時間外勤務時間が年平均で 45

時間を下回ってきています。 

 〇子ども、家庭への支援を教育委員会と役割分担・協働化をすること

で、それまで以前教育職員や学校だけで対応していた支援について

時間的にも短縮することにつながっています。 

○令和６年度における時間外勤務時間が月平均４５時間を超える教育

職員の割合は小学校の教育職員の２７．７％、中学校の教育職員の

４３．２％となっています。子ども、保護者対応や授業準備などの

業務の時間によるものです。長時間勤務という働き方を改革し、質

の高い学校づくり、教育職員が豊かな生き方をしていくためにも必

要な時間的余裕を創出することが必要です。 

 ○こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与 

等に関する特別措置法第８条「教育委員会は、指針に即して、当該

教育委員会が服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保

措置の実施に関する計画を定めるものとする」に基づき本計画を策

定するものです。 
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２ 目標 

 ○本計画において達成を目指す目標は以下のとおり 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

 『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

(令和７年６月１８日)により令和１１年度までに公立の義務教育諸学校等の教育職員につ

いて「一箇月時間外在校等時間」を平均３０時間程度に削減することを目標』に準じて設

定 

 

 

  令和１１年度に３０時間にするために令和６年度を基準に小学校は

年間１時間、中学校は年間３時間の短縮を目標とします。 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標  

  ・年間の年次有給休暇は教育職員一人に２０日間あり、一人ひとり

の都合により自由にとれるようにします。(令和 6 年の年次有給

休暇の平均諭得率は 16.4 日)校長自らが声がけや年休を取得し

やすい職場づくりをめざしています。 

  ・教育職員が、ゆとりを持った仕事と専門性を高めることにより、   

生き生きと教育活動に取り組み、働きがいを実感できることを目  

指します。 

 

３ 計画の期間 

   令和８年度～令和１１年度 

 Ｒ６年度 Ｒ７年度  Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11 年度 

小学校 ３５ ３４ ３３ ３２ ３１ ３０ 

中学校 ４２ ３９ ３６ ３３ ３０ ３０ 
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４ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

 ○本市では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組み

ます。。 

（１）「業務３分類」を踏まえた業務の見直し 

業務３分類（文部科学省が中央教育審議会答申に基づいて示した内容）

に基いて以下のような取り組みを行っています 

ア 学校以外が担うべき業務 

 ◇登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」①関

係） 

 ・各地域の実情を踏まえつつ、ＰＴＡ、コミュニティ・スクールなど 

を通じて、保護者・地域住民による通学路の見守り活動を行ってい

ます。 

 

◇地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等（「３分類」④関係） 

 ・平成 30 年度から立ち上げ、令和５年度よりすべての学校で国型の 

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）に発展しました。学校

運営協議会の中に地域コーディネーターを選出し、学習ボランティ

アなどとの連絡調整を行っています。 
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◇保護者等からの相談や学校への要望、要求等で学校では対応が困難

な事案への対応（「３分類」⑤関係） 

 ・平成３０年度から教育委員会に「育ちあいちの」を設置し、学校と 

の連携の相談窓口としました。また、令和５年度からいじめ対応学

校支援委員会を置き、学校が弁護士や心理の専門家、小児科医師、

有識者等を活用できる環境と「こども家庭センター(育ちあいち

の)」を整備することにより、学校と連携し教育委員会による対応

ができる体制を構築しました。引き続き充実を図っていきます。小

中学校からの延べ相談件数は令和６年度で１２２６件になっていま

す。 

 

イ 教師以外が積極的に参画すべき業務 

  ◇広報資料・ウェブサイトの作成（「３分類」⑦関係） 

  ・各学校のコミュニティ・スクール(学校運営協議会)による作成へ

の支援が行われています。市教育委員会に設置しているＩＣＴサ

ポートセンターのによる技術的支援も行われるようになってきま

した。今後、引き続き行っていきます。 

 

  ◇ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理（「３分
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類」⑧関係） 

  ・令和３年度市教育委員会内にＩＣＴサポートセンターを設置しま

した。ＩＣＴ教育の支援と共に日常的な保守・管理がスムーズに

行われるようにし、必要に応じて外部への依頼を行います。 

 

 ◇部活動（「３分類」⑬関係） 

  ・令和８年度中に、原則、休日の部活動の地域展開を実現します。

平日の部活動についても、随時地域展開を進め、令和１３年度ま

でに完全実施します。 

 

 ウ 教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

  ◇給食時間における対応（「３分類」⑭関係） 

  ・給食や食育などを栄養教諭や栄養士による指導を行っています。 

今後はボランティアの参加など研究をしていきます。  

  

◇授業準備（「３分類」⑮関係） 

  ・県配置の教育業務支援員を各校に配置し、授業準備や学習評価、

成績処理等における印刷等の補助的業務を行っていきます。 
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◇学習評価や成績処理（「３分類」⑯関係） 

  ・前述の教育業務支援員が、補助的業務として印刷等を行っていま

す。 

 

◇学校行事の準備・運営（「３分類」⑰関係） 

  ・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を中心に運動会前の

校庭整備やテント設営などの支援を行います。 

 

◇支援が必要な児童生徒・家庭（「３分類」⑲関係） 

  ・平成３０年に教育委員会内に設置した「育ちあいちの」とそのも

とでの「発達支援センター」を中心に専門のスタッフと学校が協

働して支援にあたるとともに、必要に応じて教育職員へ子どもの

支援について必要な情報を提供し、子どもの健やかな成長につな

がるよう体制を整えています。専門的な支援を生かしながら子ど

も家庭への対応をよりスムーズに進めます。 

  

（２）働き方改革への市教育委員会としての取組 ～働き方改革へのアドバ

イスと教育活動充実と負担感軽減のため～ 

 

◇こども読書活動応援センター 
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   平成１８年に子どもの読書活動推進に関する総合的な連携推進及

び連絡調整にかかわる事務を分掌するため、茅野市こども読書活動

応援センターを設置しました。ことばとこころを育てる読書活動推

進の応援をし、学校と図書館の連携を進めてきました。 

 主な業務内容 

読書活動に関する助言、コーディネート、司書教諭、学校司書への

助言、読書ボランティアの養成、活動支援 など 

 

◇ＩＣＴサポートセンター 

令和３年に「茅野市内小中学校ＩＣＴ教育推進方針」に基づき、

高度情報化が進む中において、学校教育を通じて子どもたちが情報

活用能力を身につけ、情報社会において主体的に対応する力を備え

られるよう、学校現場や家庭を支援するために教育委員会内に設置

し、９名の支援員を配置しています。支援員は各学校の教育職員の

身近な存在として、具体的な指導のアドバイスや情報提供を行いま

す。 

主な業務内容 

   教育の情報化の推進、プログラミング教育の実践、学校のネット

ワーク環境にかかわる保守や環境改善、教職員へシステムにかかわ
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る研修、セキュリティにかかわる研修 など 

  

◇発達支援センターと特別支援教育支援員の配置 

発達支援センターは平成 26 年に設置し、専門的なスタッフによ

る心身の発達に支援を必要とする児童とその家族に対する相談支

援、発達障害者の支援体制の構築、発達障害の理解と普及を図って

います。 

また各学校には、特別支援教育支援員を市費で４２名配置し、子

どもたち一人ひとりの支援の充実をさらに図ります。 

 

◇公民館等の公共機関による出前講座等による支援 

公民館では「学校と公民館との連携・協働」を大事に「多様な学

び」の実現のため、各学校での教育を支える活動や事業を実施して

います。学校に出向いて行う「出前講座」も実施してきました。 

その他八ヶ岳総合博物館、尖石縄文考古館、市民館など公共機関

による出前講座も実施しています。 

出前講座の実施により、効果的な教材研究と授業づくりの一助と

します。 
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◇いじめ対応の学校支援委員会・アドバイザーの配置 

「いじめ防止対策推進法」(第１４条第３項)に基づき、「茅野市学校   

支援委員会」を教育委員会の付属機関として設置しています。いじ

め状況報告書の内容確認を行い、子どもの状況、学校対応、学校 

の方針などについて、専門的な見地から、子どもの側に立って助 

言及び指導を行っています。 

  また、行政アドバイザーによるいじめ防止に向けた教育職員研

修を実施しています。 

 

◇部活動の地域展開(再掲) 

    令和８年度中に、休日の部活動の地域展開を実現します。平日

の部活動についても、地域クラブの立ち上げ等地域展開を進め、

令和１３年度までに実施します。 

 

◇不登校支援 サポートルームの設立 

    すべての小中学校内にサポートルームを設置しています。（６

つのサポートルームと７つのミニサポートルーム）一人ひとりの

子どものニーズに応じた学び場、子どもの居場所を確保し、子ど

もたちの持っている力を伸ばす場所になっています。また、教育
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支援センター「まなざし」を学校外に設置し、すべての中学校か   

ら通うことができる学びの場、居場所として位置づけています。

これらの居場所に市費で１３名の教員を配置しています。子ども

たちに合わせた居場所や支援体制の充実を図ります。 

 

◇給食指導、食育への栄養教諭、栄養士による指導(再掲) 

・給食指導や食育などを栄養教諭や栄養士による指導を行っていま

す。 

今後はボランティアの方参加など研究をしていきます。 

  

（３）学校における措置の推進 

  学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の

適正化を図ります。 

・各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数につ

いては、年度当初の計画段階で適正な時数となるよう設定します。

特に、標準授業時数を大幅に上回って（小４以上は年間で１０８６

単位時間以上）編成されている場合には、指導体制に見合うものと

なるよう見直します。 

・日課表の改善を行いました。今後、週日課や年間計画など各学校ご
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とさらに研究を進め改善を図ります。 

・デジタル技術の活用により、Ｃ４ｔｈの活用(令和８年４月からはＬ

ＩＮＥスクールの導入)やネットワーク化、教育職員のタブレット配

布などの校務の効率化を推進します。教育職員へ一人１台のタブレ

ット配布は令和７年度に１００％実施しました。 

・退勤後の留守番電話機能や電話の録音機能を利用して退勤後の保護

者への電話対応を実施します。 

 

（４）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

  教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定

を遵守するとともに、以下の内容に取り組みます。 

 ・１箇月時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員に医師による

面接指導を実施しています。（現在も実施） 

 ・すべての小中学校で、ストレスチェックの実施率を１００％にしま

す。 

 ・校長による職員との面談により一人ひとりの職員の健康チェック

や、悩みを把握して職場環境の改善を行います。 

 ・令和７年度から教育職員の心身の健康問題についての相談窓口を

「育ちあいちの」に設置しています。 
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 ・年次有給休暇についてまとまった日数を連続して取得できるよう、

長期休業(夏季休業中)等の期間中に閉校期間の設定するなど年次有

給休暇の取りやすい環境づくりを行っています。 

 ・令和８年度中に、学校における定時退校日を月ごと定期的に(学校

ごと目標を立て)設置し、週暦に設定します。 

 ・早出遅出出勤制度、テレワークの導入について８年度中に研究を行

います。 

 

５ 関連する取組、今後のフォローアップについて 

・取り組みの着実な実行を図るため、市内各学校の教育職員の在校等時

間の状況を客観的に把握し、毎年度、茅野市の HP で公表するととも

に、定例の教育委員会及び総合教育会議において報告します。 

・学校での児童生徒等の支援に当たる医療・福祉に関する人材の確保に 

当たり、「育ちあいちの」と連携し、関係部局・関係機関とともに引き

続き取り組みます。 

・市教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照ら

して課題が見られるときは、当該学校に聞き取り・指導等を実施しま

す。 

特に、時間外在校等時間が長時間となっている教育職員がいる学校
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や、業務の持ち帰りや休憩時間の確保が課題となっている学校に対し

ては、当該年度中にも速やかに状況が改善されることを目指し、当該

学校に対する個別の支援・指導を実施します。 

なお、長時間勤務者については、市教育委員会でも具体的に把握

し、市校長会では、必ず毎回取り組みを確認します。 

・各学校における働き方改革の取り組みが進むよう、様々な機会を捉え 

各学校へ本計画の周知を行うとともに、管理職向けにマネジメント等 

に関する研修を充実させるなど、市教育委員会からの支援を行いま 

す。各学校においては、校長をはじめとした管理職のリーダーシップ

のもと、学校運営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づ

き、教育職員の働き方改革に向けた取組を実施します。また、学校保

健委員会を定期的に開催し、実効性のある取り組みを引き続きしてい

きます。 

・保護者、地域の理解を促進するため、首長部局と連携し、保護者や地 

域に対して、市教育委員会における「業務の３分類」をはじめとする

業務量管理・健康確保措置の内容について周知を行うとともに、それ

ぞれの項目について協力を得られるよう取り組みます 

・学校徴収金の徴収・管理については、公会計化等を踏まえ研究をすす

めます。 



 

 

 

 

 

 

茅野市学童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅野市長  今井 敦 

 

 

 

 

 

茅野市規則第  号 
 

 

 

 

 

 

その他（１） 



 

茅野市学童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則 

 

茅野市学童クラブ条例施行規則（平成22年茅野市規則第11号）の一部を次のように改正

する。 

 

第10条第２項及び第３項中「茅野市養護学校学童クラブ」を「茅野市支援学校学童クラ

ブ」に改める。 

 

 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

茅野市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅野市長 今井 敦 

 

 

 

 

 

茅野市規則第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（２） 



茅野市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則 

 

茅野市児童手当事務取扱規則（令和４年茅野市規則第14号）の一部を次のように改正す

る。 

  

 第５条中「児童手当（認定・認定請求却下）通知書（施設等受給資格者用）（様式第３号）」

を「児童手当認定通知書（施設等受給資格者用）（様式第３号）又は児童手当認定請求却下

通知書（施設等受給資格者用）（様式第３号の２）」に改める。 

 第８条中「児童手当（額改定・額改定請求却下）通知書（施設等受給者用）（様式第６号）」

を「児童手当額改定通知書（施設等受給者用）（様式第６号）又は児童手当額改定請求却下

通知書（施設等受給者用）（様式第６号の２）」に改める。 

 様式第１号を次のように改める。 



 

様式第２号中「茅野市長」を「長野県茅野市長」に改める。 

様式第３号を次のように改める。 



様式第３号の次に次の１様式を加える。 



 

様式第４号を次のように改める。 



 

様式第５号を次のように改める。 



 

様式第６号を次のように改める。 



 

 様式第６号の次に次の１様式を加える。 



 

 様式第７号中「茅野市長」を「長野県茅野市長」に改める。 

様式第８号を次のように改める。 



 

 様式第９号中「茅野市長」を「長野県茅野市長」に改める。 

様式第10号を次のように改める。 



 

 様式第11号、様式第12号及び様式第13号中「茅野市長」を「長野県茅野市長」に改め

る。 

様式第14号を次のように改める。 



 

様式第15号中「茅野市長」を「長野県茅野市長」に改める。 

  



 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



その他（４）
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茅野市教育委員会事務局（生涯学習部）プレスリリース  

令和 8 年（2026 年）2 月 3 日 

 

アメリカ合衆国コロラド州ロングモント市との姉妹都市交流事業参加者を募集します。 

 

１ 目  的  姉妹都市間の交流を深め、生徒の国際感覚や自主性・協調性を育む 

２ 内  容 ※（１）と（２）はセット。どちらか一方のみの参加は、不可。（生徒と引率者の共通事項）  

 （１）ホストファミリーとしての受入れ（7 月中旬～下旬、10 泊） 

  （２）ロングモント市への派遣（７月下旬～８月上旬、10 泊、ホームステイ） 

３ 募集要項 ※一部抜粋して掲載しています。募集要項全文は、市ホームページをご覧ください。 

 （１）生徒 

  対  象 2026 年７月時点において、市内在住の中学 2 年生～高校３年生。 

ただし、保護者が茅野市内在住に限る。 

募集人数 ８名 

参加費  約 40 万円(渡航費)。ただし、半額程度の補助あり(上限 20 万円)。 

説明会・選考会  ３月 22 日（日）13 時～ 会場：市役所議会棟大会議室 

選考方法 作文、面接（個人面接、グループディスカッション） 

申込方法 市ホームペ―ジからオンライン申込 

申込締切 3 月 10 日（火） 

（２）引率者 

対  象 2026 年７月末時点において、茅野市在住・在勤・出身のいずれかを満たす 25 歳以上の方 

募集人数 2 名 

参加費  渡航費の全額補助あり。その他必要な費用は、全額自己負担。 

選考方法 一次選考：書類選考  二次選考：面接 

オンライン事前説明会 ※いずれかの日程に参加必須  

３月１3 日（金）、１4 日（土） いずれも 19 時～ 

申込方法  市ホームペ―ジからオンライン申込 

申込締切  ３月１０日（火） 

ニ次選考会  3 月２2 日（日）10 時～  会場：市役所議会棟大会議室  

４ 昨年度からの主な変更点 

  ・募集対象の学年を引き上げ（2025 年度は、中学 1 年生～高校 3 年生） 

  ・引率者の公募 

 

 

ロングモント市・茅野市姉妹都市交流事業 2026 年度参加者募集（中高生・引率者） 

茅野市教育委員会生涯学習部生涯学習課  

（課長）矢嶋 （担当）武居・西澤 

電話 72-2101(内線 635) 

メール shogaigakushu@city.chino.lg.jp 

生徒用申込フォーム 

（市ホームページ） 

引率者用申込フォーム 

（市ホームページ） 

【受託者】NPO 法人茅野国際クラブ  

（会長）山﨑 （事務局）大谷 

電話 090-4845-4947 

メール megumi.o.0527.0105@gmail.com 

その他（６） 



茅野市では、姉妹都市間の交流を深め、生徒の国際感覚や自主性・協調性を育むことを目的
として、1991年からアメリカ合衆国コロラド州ロングモント市との姉妹都市交流事業（ホーム
ステイ交流）を行っています。

「英語を使って、現地でコミュニケーションをとってみたい！」「新しいことに挑戦した
い！」「人生を変えるような体験をしてみたい！」などの想いを持った中高生を募集します。

また、今回初めて引率者を募集します。生徒とともに事前研修で絆を深め、現地ではリアル
な異文化交流を体験してみませんか？ たくさんの出会いと挑戦をサポートし、子どもたちの
世界が広がる瞬間を一緒に見届けましょう！

2025年度 姉妹都市交流事業の様子をご紹介します♪
受入れの様子や報告会の様子を市ホームページに掲載しています。

▲報告会▲交流の様子

◀茅野国際クラブ
インスタグラム

主催：茅野市、茅野市教育委員会、NPO法人茅野国際クラブ



茅野市では、1990年にアメリカ合衆国コロラド州ロングモント市と姉妹都市提携を締結しました。
翌年1991年からは、中高生を対象としたホームステイ交流を行っています。これまでに200人を超える
茅野市の中高生が参加し、引率者も生徒の学びと安全を支えながら交流をともに体験してきました。

本事業は、「受入」と「派遣」を合わせて行います。アメリカの文化や歴史を学ぶと同時に、茅野
市や日本について改めて見つめ直す機会にもなります。

まず、7月中旬から下旬にかけて、ロングモント市からの中高生・引率者（ロングモント団）を各家
庭で受け入れます。家族ぐるみの国際交流が10日間始まります。家族同士のつながりが生まれ、「家
族が一人増えたように感じる」そんな温かい経験ができるのも、この交流ならではの魅力です。また、
受入家庭同士のネットワークも、新しい出会いとして長く続いています。

受入期間が終了すると、ロングモント団と一緒にアメリカへ渡航します。ロングモント滞在中は
ホームステイ先で過ごし、家族の一員として現地での生活を10日間経験します。ロングモント市は茅
野市のほかに2つの姉妹都市があり、メキシコ・グズマン市の生徒やアメリカ先住民族ノーザン・アラ
パホ族との交流の機会もあります。多様な文化に触れられる絶好のチャンスです。

初めての海外体験を、安心して深く学べるものにできるのは、本事業ならではの魅力です。一生の
思い出や友人との出会いが、その後の人生において大きな一歩につながります。

姉妹都市交流事業とは

生徒向け
事前説明会
申込フォーム▶

創立：1871年
標高：1,518m
面積：79km²
人口：約10万人
人種：約65％が白人、約25％がヒスパニック
気候：やや乾燥
産業：農業を基盤に発展し、近年ではIT産業も拡大
交通：デンバー国際空港から車で約1時間
特徴：ロッキー山脈のふもとの自然豊かな街。

治安が良く暮らしやすい。
（ほどよく都会・ほどよく田舎）

（参考）茅野市
創立：1958年／標高：801m／面積：266km²／人口：約5万5千人

ロングモント市の概要

ロングモント市旗→

▲姉妹都市提携の
あゆみ

▲ロングモント市の紹介

募集内容や参加にあたっての詳細事項を説明します。
参加は、任意です。

日時：2026年2月27日（金）・28日（土） いずれも午後7時～
場所：市民活動センター ゆいわーく茅野 会議室101・102
申込：QRコードまたはURLからお申し込みください。

https://forms.gle/qEeoVPgKmjk6Ycoz8
※事前説明会への参加有無にかかわらず、本事業への応募は可能です。

生徒向け 事前説明会を開催します

当日の
飛び入り参加もOK！

問い合わせ

NPO法人茅野国際クラブ（受託者）
担当：事務局 大谷
電話090-4845-4947 megumi.o.0527.0105@gmail.com 

■説明会、選考、募集要項に関すること ■その他、姉妹都市交流に関すること

茅野市教育委員会生涯学習部生涯学習課
電話0266-72-2101 内線635
shogaigakushu@city.chino.lg.jp

姉妹都市交流事業は、市がNPO法人茅野国際クラブへ委託し、協働で実施しています。



２． 対象 2026年７月時点で市内在住の中学2年生～高校３年生。ただし、保護者が茅野市内在住に限る。

３． 募集人数 ８名

４． 日程 【受入】７月中旬から下旬（10泊） 【派遣】７月下旬から８月上旬（10泊）

５． 応募条件
（１）海外への興味関心が強く学習意欲が旺盛であり、かつ、積極的に行動できること。
（２）同一年度に受入と派遣ができること。(ホストファミリーとして受入を行い、その後渡米)
（３）茅野市の代表として誇りと責任のある行動ができること。
（４）事前研修や報告会等に参加可能であること。
（５）交流体験を子どもたちや市民へ積極的にフィードバックできること。
（６）参加者とその保護者が共に交流の目的を理解し、募集要項の全てを承諾し、責任を持って自ら

実施できること。
（７）交流事業中の病気・事故については各家庭が責任を持ち、その費用を負担できること。

(ロングモント団メンバーの病気・事故に関する費用は、ロングモント団側が負担します)
（８）指定する海外旅行保険に必ず加入すること。
（９）渡米に必要なESTAまたはVISAは、６月上旬までに取得すること。(日本国籍以外の方は、

各ご家庭の責任においてVISAの要否・取得可否を事前に確認してください）

６．参加費
約40万円(渡航費)。ただし、費用の半額程度の補助あり(上限20万円)。
・パスポート申請、ESTA申請、VISA申請、旅行保険加入に係る費用、小遣い、その他必要に応じ
て発生する諸経費は上記に含まれません。

・やむを得ない事情により交流事業が中止になったとき、または、個人的理由により交流事業に
参加できなくなった場合には、参加者に費用をご負担いただく場合があります。

・受入に関わる費用は、各家庭で負担していただきます。
・ロングモント滞在中の費用(食事等)は、ロングモントのホストファミリーが負担します。

７．説明会、選考会
説明会後、引き続き選考会を行います。交流事業に参加を希望する方は、説明会への参加が必須です。

必ず保護者と一緒に参加してください。説明会終了後、最終申込をされた方を対象に選考会を行います。
（１）日時 2026年３月22日（日）午後1時から
（２）場所 茅野市役所 議会棟 大会議室
（３）選考方法 作文、面接（個人面接、グループディスカッション）

※お子さまの健康状況等をお伺いするため、保護者の方との面談を行います。
（４）持ち物 筆記用具
（５）選考基準
① 異文化を積極的に体験する意欲があるか。
② 茅野市や日本のことをロングモント市民に積極的に伝え、また、アメリカで体験したことを茅野

市民に対して積極的に伝える意欲があるか。
③ 茅野市の代表として、また一人の人間として恥ずかしくない言動、行動ができるか。(日常生活に

おける基本的なマナー)
④ ロングモント市民とコミュニケーションを取ろうとする意欲・積極性があるか。

生徒用 募集要項

１． 募集内容 （１）と（２）は、セットです。 どちらか一方のみの参加はできません。

（１）ホストファミリーとしての受入
ロングモント市からの中高生（または引率者）を、ホストファミリーとしてご家庭で受け入れていた

だきます。ロングモント団は、平日の日中は主催者が計画するイベント（保育園や学校での交流など）
に参加します。休日は、ホストファミリーとして一緒に過ごします。
（２）ロングモント市への派遣
ホームステイを通して現地の暮らしに触れ、地域の方々との交流を深めながら、異文化への理解を深

めます。帰国後は、報告会などを通して、学んだことや感じたことを市民と共有し、姉妹都市交流事業
の魅力や大切さを伝えていただきます。

生徒用募集要項
（市ホームペ―ジ）



（２）申込 申込フォームからお申し込みください。
（QRコードまたはURL)
https://forms.gle/c22eauH9uxPLk4Ft8

（３）申込締切 2026年3月10日（火）

８．選考
オンライン事前説明会終了後、一次選考の申込リ

ンクを配布します。
（１）一次選考（書類選考）
・申込締切 2026年3月16日（月）
・結果は3月18日 （水）にメールで通知します。

（２）二次選考（面接） ※一次選考通過者のみ
・日程 2026年３月22日（日）午前10時～
・場所 茅野市役所 議会棟 大会議室

（３）選考基準
①生徒の安全・健康を第一に考え、落ち着いて
対応できるか。

②生徒や関係者と円滑にコミュニケーションが
取れるか。

③異文化の環境に前向きに取り組み、柔軟に対応
できるか。

④事前研修から派遣・報告会を通して、活動に主
体的に関わる意欲があるか。

⑤英語での基本的なやり取りができるか。

９．その他 生徒用募集要項「8.その他」と同じ

（６）申込方法
申込フォームからお申し込みください。（右記QRコードまたはURL)
https://forms.gle/6g6XeYtEz36dx92a7

（７）申込締切 2026年3月10日（火）

８．その他
・受入期間中は、イベントに積極的に参加すること。
・受入期間中の送迎は、可能な限りホストファミリーが行うこと。
・本事業中に撮影された本人およびご家族の写真・動画は、広報活動に使用する場合があります。
・選考結果は、後日メールでお知らせします。
・選考結果に関する問い合わせには、お答えできません。

生徒用
説明会・選考会
申込フォーム

引率者用
オンライン事前説明会

申込フォーム▶

引率者用 募集要項

１． 募集内容 （１）と（２）は、セットです。 どちらか一方のみの参加はできません。

（１）ホストファミリーとしての受入
ロングモント市からの中高生（または引率者）を、ホストファミリーとしてご家庭で受け入れていた

だきます。ロングモント団は、平日の日中は主催者が計画するイベント（保育園や学校での交流など）
に参加します。休日は、ホストファミリーとして一緒に過ごします。
（２）ロングモント市への派遣（引率）
中高生8名をロングモント市へ派遣するにあたり、引率していただきます。移動時の引率はもちろん、

現地での市民との交流、施設見学、イベント参加など、派遣生に常時同行しながら、現地コーディネー
ターや関係者と連携して派遣生の学びと滞在をサポートしていただきます。現地滞在中は、引率者も
ホームステイをします。また、事前研修や報告会では、企画・運営に携わり、派遣生の学びの場づくり
を担っていただきます。

２．対象
2026年７月末時点で、茅野市在住・在勤、または茅

野市出身の２５歳以上の方

３．募集人数 ２名

４．日程 生徒用募集要項「4.日程」と同じ

５．応募条件
（１）事業目的に賛同し、生徒用募集要項「5. 応募条

件」に記載の条件を満たすこと。
（２）生徒や関係者と円滑にコミュニケーションが

取れること。
（３）生徒の安全・健康管理や交流の支援を行い、

最後まで責任を持って参加できること。
（４）英語で基本的な日常会話ができること。
（５）活動中の動画や写真撮影ができること。
（６）トラブルに柔軟に対応できること。
（７）心身ともに健康であること。

６．参加費 渡航費（約40万円）は、全額補助あり。
その他の費用は、生徒用募集要項「6.参加費」と同じ。

７．オンライン事前説明会
交流事業に参加を希望する方は、オンライン事前説明

会への参加が必須です。いずれかの日にご参加ください。
要・事前申込。
（１）日時 2026年３月13日（金）または

14日（土）いずれも午後７時から

引率者用募集要項
（市ホームペ―ジ）



 

茅野市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条

例施行規則の一部を改正する規則 

 

 茅野市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施

行規則（平成 27 年茅野市規則第 20 号）の一部を次のように改正する。 

 

様式第１号を次のように改める。 

  

その他（７） 



 

様式第１号(第４条関係) 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 (児童名    様) 

 

茅野市長       印 

 

特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書 

 

        年度の 月から 月までの利用者負担の月額について、次のとおり 

決定いたしましたので通知いたします。 

 

認 定 番 号   

子 ど も  

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日  年 月 日 生 

保 護 者  

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日  年 月 日 生 

利 用 施 設  
名 称 

 
所 在 地 

認 定 区 分   

保 育 必 要 量   

利 用 者 負 担 額         円 

階 層  （  階層） 

適 用 期 間  年 月 日～   年 月 日 

 

審査請求 

 【この処分に係る審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項の教示文について記載】 

 

 

注 4 月から 8 月までの利用者負担額は前年度分の市町村民税等、9 月から 3 月までの利用者負担額は

当年度分の市町村民税等に基づき算定し、決定しています。 

 

  



 

様式第２号を次のように改める。 

様式第２号(第４条関係) 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 (児童名    様) 

 

茅野市長       印 

 

特定教育・保育施設等利用者負担額変更通知書 

 

          月までの利用者負担の月額について、次のとおり変更 

いたしましたので通知いたします。 

 

認 定 番 号   

子 ど も  

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日  年 月 日 生 

保 護 者  

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日  年 月 日 生 

利 用 施 設  
名 称 

 
所 在 地 

認 定 区 分  

変 更 後  

 

保 育 必 要 量   

階 層  （  階層） 

利 用 者 負 担

額  
       円 

適 用 期 間  年 月 日～   年 月 日 

変 更 理 由 
 

 

 

審査請求 

 【この処分に係る審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項の教示文について記載】 

 

 

注 4 月から 8 月までの利用者負担額は前年度分の市町村民税等、9 月から 3 月までの利用者負担額は

当年度分の市町村民税等に基づき算定し、決定しています。 



 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


